
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
国
家
ラ
ガ
シ
ュ
最
末
期
の
支
配
者
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ

　
　
　
治
世
の
エ
・
ミ
文
書
に
表
わ
れ
た
問
題
現
象
に
つ
い
て

シュメール都市騒家ラガシュ最末期の支瀧者ルガルアンダ治批のエ・ミ文害に表われた問題現象について（山本）

山

本

茂

【
要
約
】
　
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
国
家
ラ
ガ
シ
ュ
最
末
期
の
三
代
の
支
配
者
の
空
軍
に
位
置
す
る
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
に
お
い
て
、
支
配
上
客
を
首
長
と
す
る

組
織
①
“
・
白
一
ト
。
が
、
労
働
目
生
産
・
再
配
分
組
織
と
し
て
治
世
初
年
か
ら
再
編
・
拡
大
さ
れ
た
。
こ
の
組
織
、
特
に
そ
の
大
麦
支
給
体
系
は
治
世
六
年
に

は
ほ
ぼ
整
い
、
続
く
纂
聖
王
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治
世
の
バ
ウ
女
神
の
名
を
冠
し
た
組
織
へ
と
大
筋
に
お
い
て
継
承
さ
れ
た
。
し
か
し
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世

初
年
に
は
、
エ
・
ミ
組
織
の
申
核
を
担
う
べ
き
割
当
地
保
有
者
一
8
・
国
d
幻
9
紆
辞
－
訂
た
ち
の
伝
統
的
処
遇
に
背
く
問
題
現
象
が
二
つ
の
大
型
支
給
記
録

の
中
に
起
こ
っ
て
い
た
。
本
稿
は
独
立
し
た
歴
史
的
時
代
と
し
て
こ
れ
迄
殆
ん
ど
取
扱
わ
れ
な
か
っ
た
こ
の
支
配
者
の
治
世
に
エ
・
ミ
が
確
立
・
整
備
さ

れ
て
い
く
な
か
で
、
中
堅
的
社
会
範
疇
で
あ
る
彼
ら
の
処
遇
に
ど
の
様
な
異
変
が
起
こ
っ
て
い
た
か
を
精
細
に
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
治
世
後
半
に
お
い

て
も
彼
ら
に
対
す
る
ヤ
ギ
の
貢
租
の
追
加
負
担
が
課
せ
ら
れ
た
実
態
を
「
補
論
」
に
お
い
て
簡
略
に
考
察
す
る
。
史
林
八
八
巻
五
号
　
二
〇
〇
五
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
国
家
ラ
ガ
シ
ュ
の
最
後
の
三
代
の
支
配
者
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
、
お
よ
び
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
時
代
は
、

低
部
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
全
土
に
お
い
て
七
〇
〇
年
前
後
も
続
い
た
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
国
家
時
代
の
最
末
期
、
見
方
に
よ
れ
ば
領
域
国
家
が
こ
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

域
に
ま
さ
に
出
現
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
あ
た
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。

　
都
市
国
家
ラ
ガ
シ
ュ
に
お
い
て
は
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
の
治
世
五
年
に
は
支
配
者
妃
デ
ィ
ム
ト
ゥ
ル
を
首
長
と
す
る
内
廷
組
織
の
拡
大
が
図

（623）1



　
②

ら
れ
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
は
支
配
授
爵
バ
ル
ナ
ム
タ
ル
ラ
を
首
長
と
す
る
⑦
卜
。
白
一
ト
。
（
直
訳
す
れ
ば
「
女
の
家
」
）
組
織
が
確
立
さ
れ
、
拡
大

　
　
③

さ
れ
た
。
纂
思
懸
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
は
即
位
後
直
ち
に
従
来
の
エ
・
ミ
組
織
を
バ
ウ
女
神
の
組
織
と
改
名
し
、
こ
の
組
織
内
の
渕
d
－
冨
σ
Q
臥

（
字
義
通
り
に
は
「
王
の
捧
げ
ら
れ
た
（
者
）
」
）
チ
ー
ム
の
整
備
・
拡
大
を
行
っ
て
軍
事
・
労
働
組
織
の
中
核
を
整
え
、
神
殿
造
営
、
運
河
建
設
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ど
の
公
共
事
業
や
干
拓
事
業
を
盛
ん
に
行
い
、
ま
た
戦
時
に
備
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
時
代
の
バ
ウ
神
の
組
織
の
文
書
か
ら
、
所
謂
「
神
殿
経
済
」
「
神
殿
都
市
」
論
が
抽
出
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
神
殿
国
家
論
が
そ
の
ま
ま
で
は
欧
米
に
お
い
て
も
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
9
客
℃
o
ω
お
働
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
言
う
よ
う
に
「
諸
神
殿
が
国
家
で
あ
る
と
い
う
曾
て
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
た
見
解
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
修
正
さ
れ
た
」
。
し
か
し
℃
o
ω
け
－

σq

ﾛ
Φ
は
「
に
も
拘
ら
ず
、
諸
テ
キ
ス
ト
に
記
録
さ
れ
た
神
殿
の
経
済
活
動
の
範
囲
は
変
化
を
蒙
っ
て
は
い
な
い
。
潅
概
水
路
の
制
御
を
含
む

穀
物
や
野
菜
や
果
樹
の
耕
作
・
栽
培
、
羊
・
ヤ
ギ
の
群
や
牛
・
ロ
バ
の
群
の
管
理
、
河
川
や
海
に
お
け
る
漁
携
、
織
物
・
皮
革
・
木
製
品
・
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

属
製
品
・
石
造
製
品
な
ど
の
製
造
、
外
国
と
の
交
易
循
環
の
促
進
な
ど
」
と
書
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
こ
の
ポ
ス
ト
ゲ
イ
ト
の
記
述
は
、
相
変
わ
ら
ず
「
神
殿
」
組
織
を
固
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
お
り
、
前
川
　
一
九
七
三
　
論
文
を
筆
頭
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
る
わ
が
国
の
研
究
者
た
ち
の
、
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
時
代
の
バ
ウ
神
を
名
目
上
の
首
長
と
す
る
組
織
一
こ
れ
が
「
神
殿
組
織
」
の
モ
デ
ル
で

あ
る
i
一
は
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
時
代
の
エ
ン
シ
妃
の
小
宮
廷
を
淵
源
と
し
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
こ
の
組
織
が
一
段
と
拡
大
し
、
そ
の
治

世
の
最
後
の
年
に
三
種
の
大
麦
支
給
記
録
を
結
晶
さ
せ
た
エ
・
ミ
組
織
を
、
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
が
殆
ど
そ
の
ま
ま
バ
ウ
神
の
組
織
と
名
前
を
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

更
し
て
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
、
全
く
考
慮
の
中
に
入
れ
て
い
な
い
。

　
右
に
引
用
し
た
ポ
ス
ト
ゲ
イ
ト
の
「
に
も
拘
ら
ず
」
以
下
の
記
述
は
｝
見
妥
当
に
見
え
る
が
、
山
本
　
｝
九
九
〇
　
論
文
で
明
ら
か
に
し
た

よ
う
に
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
三
、
四
年
の
妃
の
組
織
に
は
「
潅
概
水
路
の
制
御
を
含
む
穀
物
…
…
耕
作
」
の
中
核
と
な
る
知
d
－
ご
σ
Q
巴

（
字
義
通
り
に
は
熟
王
の
捧
げ
ら
れ
た
（
者
と
や
銘
σ
q
－
巷
ぎ
「
底
企
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
「
皮
革
・
木
製
品
・
金
属
製
品
」
な
ど
の
製
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
携
わ
る
職
人
も
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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ウ
ル
イ
ム
ギ
ナ
時
代
の
バ
ウ
女
神
の
名
を
冠
し
た
組
織
を
何
と
呼
ぶ
に
し
て
も
、
こ
の
組
織
の
中
核
に
一
菜
－
図
d
幻
①
－
量
げ
月
読
、
直
訳
す
れ

ば
「
扶
養
地
を
取
る
人
（
々
）
」
、
意
訳
す
れ
ば
割
当
地
保
有
者
層
が
あ
っ
て
、
一
方
に
集
団
的
軍
事
・
労
働
組
織
の
中
心
を
損
う
ル
・
ル
ガ

ル
た
ち
、
穀
物
耕
作
や
果
樹
・
野
菜
栽
培
、
大
小
の
家
畜
飼
育
な
ど
に
か
か
わ
る
入
墨
、
さ
ら
に
ビ
ー
ル
醸
造
・
羊
毛
女
工
の
監
督
な
ど
様
々

の
仕
事
に
携
わ
る
人
々
、
手
工
業
職
人
、
漁
夫
た
ち
と
、
他
方
で
は
管
理
者
層
や
、
支
配
者
の
宮
廷
内
に
あ
っ
て
働
く
理
髪
師
や
酒
盃
官
や
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ン
焼
き
な
ど
を
も
含
む
広
範
な
職
種
の
人
々
を
、
一
つ
の
社
会
層
と
し
て
維
持
し
、
最
高
管
理
責
任
者
目
－
げ
き
鼠
ω
を
除
い
て
そ
の
殆
ん
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

人
々
が
潅
概
水
路
工
事
な
ど
の
公
的
集
団
労
働
に
参
加
す
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
が
承
認
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
の
妃
バ
ル
ナ
ム
タ
ル
ラ
を
首
長
と
す
る
エ
・
ミ
組
織
に
何
が
起
こ
っ
た
か
で
あ
る
。

　
一
方
で
エ
・
ミ
組
織
は
こ
の
治
世
の
最
初
か
ら
支
配
者
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
下
に
お
け
る
公
的
な
一
制
度
の
側
面
を
有
す
る
、
生
産
・
労
働
・

再
配
分
組
織
と
し
て
確
立
さ
れ
、
こ
の
組
織
は
さ
ら
に
六
年
の
治
世
の
間
に
一
・
六
倍
に
拡
大
し
た
。

　
し
か
し
他
方
で
こ
の
エ
こ
・
、
組
織
は
、
支
配
者
妃
バ
ル
ナ
ム
タ
ル
ラ
を
首
長
と
す
る
私
的
組
織
と
言
う
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
前
半
以
来

の
私
的
宮
廷
組
織
の
系
譜
を
も
引
き
ず
っ
て
い
た
。

　
従
っ
て
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
に
確
立
さ
れ
た
エ
・
ミ
組
織
に
は
、
最
初
か
ら
、
ど
こ
か
で
衝
突
せ
ざ
る
を
得
ぬ
、
相
矛
盾
す
る
此
の
両

側
面
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。
生
産
ほ
労
働
組
織
と
し
て
ど
の
よ
う
な
形
態
・
規
模
で
出
発
し
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
拡
大
し
、
組
織
と
し

て
機
能
し
て
行
っ
た
か
は
、
勿
論
正
確
に
跡
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
過
程
を
経
て
エ
・
ミ
は
バ
ウ
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
組
織
と
し
て
通
用
す
る
形
態
・
機
能
を
整
え
て
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
こ
の
課
題
よ
り
も
先
ん
じ
て
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
エ
・
ミ
が
、
妃
を
首
長
と
す
る
組
織
と
し
て
、
時
に
夫

で
あ
る
エ
ン
シ
及
び
そ
の
周
辺
の
意
図
に
反
し
て
で
も
、
自
立
性
を
賦
与
さ
れ
た
組
織
の
中
で
、
社
会
層
処
遇
の
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
国
家
的
・

ラ
ガ
シ
ュ
的
伝
統
か
ら
の
逸
脱
を
見
せ
た
り
、
ま
た
あ
か
ら
さ
ま
と
な
っ
た
エ
ン
シ
権
力
の
強
勢
に
便
乗
し
、
小
家
畜
の
貢
納
を
中
堅
層
に
課

し
た
り
し
た
側
面
を
追
求
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
ど
ち
ら
の
課
題
・
側
面
と
も
ほ
と
ん
ど
先
行
研
究
を
欠
く
が
、
特
に
本
稿
で
取
り
上
げ
る
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⑯

側
面
は
、
重
要
な
史
料
の
一
つ
が
比
較
的
最
近
に
刊
行
さ
れ
た
が
今
日
ま
で
研
究
者
た
ち
の
注
意
を
殆
ん
ど
惹
く
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
少

し
で
も
早
く
こ
の
史
料
に
対
し
て
、
そ
れ
が
要
求
す
る
検
討
と
位
置
づ
け
を
行
っ
て
、
同
時
代
の
研
究
者
と
し
て
の
責
務
を
果
た
し
た
い
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
以
下
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
こ
の
史
料
、
エ
ン
マ
！
麦
支
給
記
録
∪
○
ω
。
。
は
、
従
来
か
ら
よ
く
知
ら
れ

て
い
な
が
ら
そ
の
史
料
の
問
題
性
を
、
筆
者
自
身
を
含
め
て
研
究
者
た
ち
が
注
目
し
な
か
っ
た
大
麦
支
給
記
録
U
℃
N
ω
一
と
併
せ
て
考
察
す

る
時
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
～
、
二
年
の
エ
・
ミ
組
織
内
に
お
い
て
割
当
地
保
有
者
層
ご
b
。
－
囚
d
幻
①
－
曲
げ
『
げ
⇔
の
中
堅
的
・
中
核
的
位
置
が
、

一
時
的
で
あ
っ
て
も
動
揺
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
両
テ
キ
ス
ト
の
包
蔵
す
る
問
題
性
や
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
二
、
五
、
六
年
の
史
料
四
点
が
遺
っ
て
い
る
エ
・
ミ
組
織
の
ウ
グ
う
た

ち
へ
の
小
家
畜
の
貢
納
記
録
の
解
明
は
、
ラ
ガ
シ
ュ
都
市
国
家
像
を
神
殿
経
済
論
の
呪
縛
か
ら
開
放
し
て
、
三
代
の
夫
々
に
歴
史
的
位
置
を
得

さ
せ
る
た
め
に
、
特
に
長
き
に
亙
っ
た
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
国
家
時
代
の
最
後
に
、
覇
者
の
た
め
に
敗
者
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
シ
ュ
メ
ー
ル
都

市
国
家
の
社
会
的
特
質
を
あ
る
程
度
整
理
さ
れ
た
形
で
後
世
に
遺
し
た
・
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
に
、
そ
の
基
礎
と
な
る
社
会
的
枠
組
を
結
果
と
し
て

伝
え
得
た
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
作
用
し
て
い
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
解
明
す
る
た
め
に
、
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。

①
　
例
え
ば
、
前
田
　
二
〇
〇
三
、
一
八
、
一
九
頁
参
照
。

②
こ
の
点
に
関
し
て
は
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
五
年
と
推
定
さ
れ
る
養
毛
支
給
記

　
録
U
℃
｝
Φ
0
が
特
に
重
要
な
情
報
を
つ
た
え
て
く
れ
る
。
差
し
当
た
っ
て
は
、

　
山
本
｝
九
九
〇
、
「
三
四
一
＝
二
五
頁
参
照
。

　
な
お
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
時
代
に
エ
ラ
ム
と
の
間
に
戦
争
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

　
は
O
H
国
命
U
国
渚
N
」
を
参
照
。

③
前
川
一
九
七
三
が
主
と
し
て
U
℃
卜
、
ω
H
を
用
い
て
こ
の
点
を
問
題
に
し

　
て
い
る
。
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
に
お
け
る
エ
・
ミ
組
織
拡
大
に
つ
い
て
の
先
行
指

　
摘
と
し
て
は
、
山
本
　
一
九
六
九
、
一
〇
八
頁
参
照
。

④
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
「
改
革
」
の
目
標
が
最
終
的
に
は
ラ
ガ
シ
ユ
の
国
家
的
統

　
一
と
軍
事
力
の
強
化
で
あ
っ
た
と
す
る
視
点
は
、
前
川
　
前
掲
論
文
、
お
よ
び

　
じ
U
．
出
旨
し
。
パ
9
一
⑩
冠
に
共
通
し
て
い
る
。
国
毎
し
・
訂
は
こ
の
論
文
の
副
題
を
「
遅
過

　
ぎ
た
ラ
ガ
シ
ュ
都
市
国
家
統
合
の
試
み
」
と
し
て
い
る
。
な
お
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ

　
の
行
っ
た
事
業
の
一
つ
に
干
拓
事
業
に
よ
る
耕
地
拡
大
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

　
〈
〉
↓
ま
ト
。
靹
（
ロ
く
ω
卜
。
即
圃
O
）
×
＜
一
η
卜
。
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

⑤
Ω
．
U
⑦
ぎ
Φ
＝
Φ
ω
押
〉
．
ω
。
ぎ
㊦
凱
㊦
＝
8
ρ

⑥
い
客
℃
。
段
σ
q
器
這
紹
り
評
「
［
鎖
穿
①
ぎ
ω
簿
＆
。
β
①
日
げ
Φ
日
①
ヨ
祉
ρ
℃
．

　
二
間
．

⑦
H
甑
伍
．
も
．
二
9

⑧
こ
の
論
文
に
基
づ
い
て
、
鼠
器
冨
壽
6
認
＼
置
が
書
か
れ
た
。

⑨
　
例
え
ば
、
山
本
　
一
九
九
〇
、
同
　
一
九
九
二
　
が
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
隣
代
の

　
組
織
の
限
定
性
、
エ
ン
シ
の
組
織
へ
の
従
属
性
を
詳
細
に
論
証
し
た
。
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⑩
℃
。
ω
け
α
q
鉛
8
は
前
掲
箇
所
を
含
む
「
神
殿
」
と
題
す
る
章
の
末
尾
の
鳴
霞
誓
臼

　
お
践
ぎ
σ
q
の
中
に
ζ
日
医
芝
㊤
一
⑩
刈
。
。
＼
鳶
論
文
を
採
り
上
げ
て
い
る
が
、
門
書
か

　
れ
た
記
録
に
お
け
る
初
期
王
朝
期
の
神
殿
に
関
す
る
記
述
と
、
社
会
に
お
け
る
神

　
殿
の
役
割
に
関
す
る
学
問
的
見
解
の
記
述
」
と
し
て
、
じ
d
．
男
。
除
曾
H
⑩
G
。
一
論
文

　
と
並
記
し
て
紹
介
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
殆
ん
ど
同
じ
取
り
扱
い
を
い
男

　
幻
。
げ
㊦
「
房
8
お
⑩
卜
⊃
論
文
の
C
d
一
ぴ
一
δ
σ
q
お
筋
芝
。
が
行
っ
て
い
る
。

⑪
前
掲
、
山
本
～
九
九
〇
参
照
。
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
の
エ
・
ミ
に
お
い
て
も
、

　
蓄
σ
q
－
巷
ぎ
「
黎
頭
］
た
ち
が
黎
耕
・
播
種
な
ど
の
専
門
的
な
仕
事
を
行
っ
て
い
る

　
の
を
記
録
す
る
の
は
治
世
二
年
以
降
で
あ
る
。

⑫
宮
廷
内
の
人
々
の
重
事
性
に
つ
い
て
は
第
一
章
に
お
い
て
問
題
に
な
る
。

⑬
ξ
・
囚
q
凋
⑱
α
呂
冊
冨
層
に
関
す
る
℃
．
〉
．
U
①
ぎ
飢
の
認
識
の
先
進
性
と
限
界

　
に
つ
い
て
は
、
山
本
　
一
九
七
四
論
文
を
参
照
。

⑭
例
え
ば
b
d
髪
曾
要
り
。
。
”
ψ
㎝
ω
舟
前
川
一
九
七
三
一
〇
一
ペ
ー
ジ
、
前
田

　
一
九
八
八
　
七
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

⑮
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。

⑯
U
O
ω
日
。
ヨ
①
押
6
。
。
一
に
付
せ
ら
れ
た
U
・
O
訂
景
⇒
し
㌦
鼠
■
U
霞
磐
鎚
の
序
文

　
に
よ
れ
ば
、
↓
o
ヨ
㊦
卜
⊃
と
し
て
翻
字
・
翻
訳
・
注
・
索
引
が
出
版
さ
れ
る
予
定
で

　
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
未
だ
に
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。

序
章
　
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
エ
・
ミ
の
大
型
支
給
記
録
概
観

　
U
O
ω
。
。
お
よ
び
U
勺
“
⊃
ω
一
の
具
体
的
考
察
に
入
る
前
に
、
こ
の
ニ
テ
キ
ス
ト
を
含
む
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
大
型
支
給
記
録
を
極
く
簡
単

に
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
エ
・
ミ
で
は
最
も
重
要
な
定
期
大
麦
支
給
記
録
は
一
、
破
損
の
甚
だ
し
い
∪
勺
卜
。
ω
一
と
、
治
世
六
年
の
割
当
地
保

有
者
た
ち
へ
の
大
麦
支
給
記
録
（
以
下
同
豚
？
げ
鋤
と
略
記
）
図
日
○
綬
、
二
、
回
一
部
に
男
子
奴
隷
を
含
む
下
級
集
団
労
働
チ
ー
ム
と
、
㈲
職
種

上
は
主
と
し
て
家
の
中
で
働
く
『
b
。
－
H
O
H
．
蜜
O
H
属
“
。
（
直
訳
で
は
「
名
望
の
人
（
？
）
」
）
グ
ル
ー
プ
の
割
当
地
保
有
者
た
ち
と
同
じ
職
名
の
人
々

や
、
㈲
手
工
業
職
人
・
門
番
・
補
助
的
家
畜
飼
育
者
な
ど
個
々
に
記
録
さ
れ
た
人
々
、
と
い
う
3
種
類
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
大
麦
支
給
記
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
以
下
本
文
で
は
第
二
種
依
①
－
冨
と
略
記
）
二
個
、
三
、
下
之
（
女
奴
隷
を
含
む
）
と
そ
の
子
供
た
ち
へ
の
大
麦
支
給
記
録
（
以
下
本
文
で
は
第
三
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

礁
Φ
－
訂
と
略
記
）
臼
ω
》
一
〇
、
の
四
個
の
正
式
に
分
類
さ
れ
た
大
麦
支
給
記
録
、
計
五
個
し
か
遺
っ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
治
世
～
年
に
は
N
5
－
び
9
図
罰
転
属
卜
。
点
p
Φ
N
Φ
臼
回
b
ご
p
－
d
更
訂
「
バ
ウ
神
の
祭
り
の
、
労
働
テ
ィ
ー
ム
（
へ
）
の
エ
ン
マ
ー
麦
支

給
」
記
録
U
O
ω
c
。
が
存
在
し
、
内
容
上
は
兎
も
角
も
、
名
目
上
は
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
時
代
の
N
詳
－
げ
巴
8
凶
φ
五
言
畠
訂
－
審
「
ク
ル
（
扶
養
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地
）
を
保
有
す
る
人
々
（
へ
）
の
エ
ン
マ
i
麦
支
給
」
記
録
と
対
応
す
る
エ
ン
マ
ー
麦
支
給
記
録
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
他
方
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
下
の
エ
・
ミ
組
織
の
生
産
、
労
働
組
織
と
し
て
の
側
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
パ
ン
支
給
鉱
u
留
－
冨
記
録
が

治
世
一
年
、
三
年
、
六
年
に
出
土
し
て
い
て
、
大
麦
支
給
記
録
ほ
ど
厳
密
で
は
な
い
が
、
エ
・
ミ
組
織
の
発
展
の
概
要
を
教
え
て
く
れ
る

（
〈
〉
↓
念
区
（
劉
｝
y
濁
↓
O
認
（
ピ
．
ω
）
》
＜
》
6
＄
①
o
（
U
①
）
参
照
）
。
冒
卜
・
－
げ
房
戸
菊
国
客
b
。
－
蜀
と
パ
ン
支
給
記
録
と
い
う
微
妙
に
ず
れ
る
二
種
の
大

型
支
給
記
録
が
治
世
一
年
に
揃
っ
て
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
、
幾
つ
も
の
問
題
点
の
考
察
に
有
用
で
あ
る
。

　
三
つ
目
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
儀
礼
服
な
ど
の
支
給
記
録
が
四
箇
あ
る
。
U
℃
お
N
（
ピ
』
．
）
、
閃
α
H
O
。
一
（
じ
碁
）
、
U
勺
一
⑩
ω
（
『
の
）
、
国
σ
a
癖

（
じ
①
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
種
の
支
給
記
録
の
完
全
な
標
識
と
し
て
は
∪
℃
一
Φ
卜
⊃
と
閃
α
一
。
。
一
に
明
記
さ
れ
た
、
β
α
q
巳
9
出
Φ
ご
輔
函
O
H
．

乞
H
O
H
♂
－
房
・
…
日
d
O
b
。
．
日
》
○
白
¢
○
呼
6
》
O
－
餌
①
ω
…
Φ
出
Φ
－
一
夕
、
「
ウ
グ
う
た
ち
や
「
声
望
の
人
々
」
に
、
縮
絨
す
る
た
め
（
儀
礼
服
な
ど

を
）
秤
っ
て
出
し
た
」
を
提
示
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
の
こ
の
種
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
、
一
方
の
∪
℃
一
⑩
ω

に
は
前
ニ
テ
キ
ス
ト
と
ほ
ぼ
同
じ
纏
め
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
の
団
α
窃
農
は
β
σ
q
巳
p
出
Φ
跨
－
冨
－
冨
・
：
自
Q
O
卜
。
．
日
》
○
白
d
O
い
。
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

6
諺
○
血
Φ
G
。
①
b
。
面
9
一
－
貯
Φ
高
口
］
①
－
『
b
。
に
変
わ
っ
て
い
る
。
両
テ
キ
ス
ト
の
人
名
は
決
し
て
重
複
し
な
い
。

　
こ
れ
ら
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
日
¢
O
“
。
．
日
》
○
血
Φ
ω
テ
キ
ス
ト
の
注
目
点
と
し
て
は
、
人
数
が
治
世
二
、
四
、
六
年
の
間
、
五
〇
人
、
五
〇

人
、
五
四
人
と
ほ
ぼ
＝
即
し
て
い
る
こ
と
の
他
に
、
こ
の
種
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
儀
礼
服
の
受
給
者
た
ち
が
、
中
堅
層
の
中
で
も
上
層
部
を

占
め
る
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
二
つ
目
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
三
個
の
パ
ン
支
給
記
録
か
ら
は
以
下
の
二
点
が
判
明
す
る
。
ω
総
人
数
は
治
世
一
年
に
約
二
三
〇
人
、
三
年
に

少
し
減
じ
て
二
；
二
人
、
六
年
に
は
大
き
く
増
加
し
て
三
六
〇
人
余
り
に
達
す
る
。
こ
の
人
数
は
治
世
一
年
の
一
・
六
倍
で
あ
る
。
組
織
の
拡

大
は
先
ず
治
世
一
年
に
行
わ
れ
、
治
世
三
年
ま
で
は
足
踏
み
状
態
が
続
い
た
が
、
治
世
後
半
の
何
れ
か
の
年
に
再
び
拡
大
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ω
ゲ
メ
た
ち
は
治
世
｝
年
か
ら
生
産
・
労
働
組
織
と
し
て
専
門
的
職
能
別
に
編
成
さ
れ
、
そ
の
入
数
も
計
四
七
人
を
数
え
、
こ
の
人
数
増
加
の

趨
勢
は
三
年
、
六
年
に
も
続
い
た
こ
と
。
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次
に
エ
ン
マ
麦
支
給
記
録
及
び
大
麦
支
給
記
録
と
、
パ
ン
支
給
記
録
お
よ
び
儀
礼
服
支
給
記
録
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
裏
尺
水
路
工
事
な

ど
の
集
団
労
働
組
織
の
中
核
で
あ
る
”
d
－
ぴ
σ
q
巴
「
王
の
捧
げ
ら
れ
た
（
者
た
ち
）
」
と
鋤
σ
q
鋤
ω
－
霧
帥
「
王
冠
に
従
う
（
者
た
ち
）
」
（
大
分
類
と
し
て

は
○
。
一
一
Φ
。
牙
Φ
≦
。
集
Φ
H
し
。
を
構
成
）
の
人
数
は
N
一
N
卜
。
－
審
自
図
国
圏
卜
。
－
鑓
や
第
一
種
砥
①
－
げ
9
と
、
三
箇
の
パ
ン
支
給
と
の
問
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
し

か
し
三
箇
の
日
d
O
“
。
．
「
日
〉
○
血
Φ
ω
記
録
に
記
載
さ
れ
た
ロ
σ
q
巳
卿
た
ち
の
一
〇
人
、
八
人
、
八
人
と
い
う
数
は
、
パ
ン
支
給
記
録
の
幻
φ
－
冨
σ
q
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
ち
の
チ
ー
ム
の
数
に
照
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ン
支
給
や
儀
礼
服
支
給
に
お
け
る
幻
d
－
ざ
σ
Q
巴
の
数
や
ウ
グ
ラ
の
数
の
方
が
エ
こ
・
、
の

労
働
・
軍
事
組
織
の
実
態
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
重
要
な
人
員
部
分
に
お
い
て
も
、
エ
・
ミ
の
生
産
労
働
組
織
と
し
て
の
実
態
は
治

世
一
年
に
大
き
く
拡
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
の
パ
ン
支
給
記
録
く
尽
日
鼻
①
①
O
と
同
年
の
三
種
出
揃
っ
た
定
期
大
麦
支
給
記
録
と
を
対
比
し
て
み
る
と
、

パ
ン
支
給
記
録
中
の
H
余
白
Q
園
9
母
ぴ
『
冨
と
判
定
さ
れ
る
人
物
は
一
九
〇
人
、
第
一
種
鰍
Φ
－
訂
に
お
い
て
o
O
q
葺
で
き
た
人
々
が
一
八
七
人

と
接
近
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
∬
、
訓
言
似
①
－
訂
の
人
数
と
、
夫
々
の
受
給
者
層
に
相
当
す
る
く
》
日
参
①
O
上
の
人
数
が
相
当
に
相
違
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
お
り
、
H
、
皿
種
似
Φ
－
冨
表
の
人
数
の
方
が
か
な
り
多
い
と
い
う
事
実
に
は
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
に
は
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治
世
に
比
し
て
大
麦
支
給
記
録
、
特
に
本
稿
に
お
い
て
主
と
し
て
問
題
に
す
る
割
当
地
保
有
者

層
に
対
す
る
大
麦
支
給
記
録
は
極
め
て
少
数
で
あ
る
と
い
う
困
難
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
パ
ン
支
給
記
録
や
儀
礼
服
支
給
記
録
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
治
世
時
代
の
エ
・
ミ
組
織
の
人
的
構
成
に
つ
い
て
、
か
な
り
の
程
度
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
①
U
勺
b
。
ω
一
の
年
代
を
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
二
年
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
も
別
稿
　
　
鐙
ω
・
曾
げ
・
臼
象
の
四
区
分
か
ら
な
る
。

　
　
に
お
い
て
詳
述
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
正
し
く
は
6
箇
。
本
文
に
は
、
第
二
種
と
第
三
種
が
合
体
し
た
大
麦
支
給
記
録

　
②
〈
〉
↓
蒔
蔭
ρ
＜
張
芝
蒔
露
。
。
（
貫
く
ω
い
。
α
り
窯
β
F
誠
）
．
第
二
種
砥
①
・
審
は
内
容
　
　
U
℃
卜
。
ω
O
を
省
略
し
た
。
こ
の
大
麦
支
給
記
録
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
四
年
か
五

　
　
的
に
は
｝
σ
q
一
・
自
・
曾
。
。
・
σ
q
硫
ヨ
Φ
＼
α
Q
｝
旗
－
ご
類
点
鼻
Φ
二
ぼ
（
運
搬
入
y
鐙
ω
－
傷
島
－
Φ
笛
－
σ
q
麟
汀
　
　
　
　
年
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
と
誉
う
こ
と
ま
で
は
推
定
し
得
る
が
、
破
損
部
分
が
重
要

7　（629）



　
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
筈
の
箇
所
に
多
く
あ
っ
て
、
組
織
構
成
の
肝
心
の
と
こ

　
ろ
が
分
か
ら
な
い
う
え
に
、
治
世
四
、
五
年
に
比
較
・
対
照
し
得
る
全
体
的
な
支

　
給
記
録
が
存
在
し
な
い
現
状
の
故
に
、
数
の
う
ち
に
入
れ
な
か
っ
た
。

④
パ
ン
支
給
記
録
が
労
働
・
生
産
に
携
わ
る
人
々
一
ξ
函
¢
契
・
詠
評
－
げ
p
履

　
に
属
す
る
普
通
の
幻
奪
冨
σ
q
鉱
と
茜
や
言
・
曾
。
。
や
α
q
㊦
ヨ
2
な
ど
の
不
自
由
な
い
し

　
下
層
労
働
力
の
双
方
を
含
む
一
へ
の
支
給
記
録
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
等
の
指
揮

　
官
、
監
督
に
は
パ
ン
支
給
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
明
ら
か

　
で
あ
る
。

⑤
鳴
α
嵩
膳
の
儀
礼
服
等
の
支
給
場
所
は
本
文
に
記
し
た
通
り
Φ
卜
・
・
σ
q
巴
（
王
宮
）

　
で
あ
る
が
、
他
の
三
個
の
岡
種
の
テ
キ
ス
ト
の
支
給
場
所
は
す
べ
て
3
白
貯
で

　
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
エ
ン
シ
治
世
の
同
種
の
テ
キ
ス
ト
U
℃

　
6
ぶ
と
＜
＞
6
恥
①
忠
（
も
．
〉
．
U
①
ぎ
＝
露
駆
（
ω
信
藍
島
一
ω
。
冨
O
墨
ヨ
器
鼻
）
Ψ
ω
・

　
舘
㊤
抽
O
び
茸
σ
Q
窃
一
）
の
支
給
場
所
は
と
も
に
2
白
上
で
あ
る
。

⑥
治
世
｝
年
の
パ
ン
支
給
記
録
く
〉
自
適
辰
に
は
、
広
い
意
味
で
の
家
畜
飼
育

　
労
働
者
≦
o
蒔
9
ω
ぎ
き
ぎ
効
；
器
び
き
α
噌
《
に
属
す
る
豚
飼
育
の
下
働
き
σ
q
①
ヨ
Φ
“
・

　
一
〇
人
、
農
耕
・
家
畜
飼
育
以
外
で
は
ビ
ー
ル
醸
造
の
下
働
き
ゲ
メ
一
三
人
と
羊

　
毛
処
理
女
一
二
入
の
、
央
々
の
作
業
場
で
働
く
計
二
五
入
、
更
に
管
理
者
層
に
属

　
す
る
轡
記
曾
7
ω
碧
の
下
で
働
く
粉
罎
き
ゲ
メ
一
二
人
が
き
ち
ん
と
分
類
さ
れ
、

　
記
録
さ
れ
て
い
た
。
ゲ
メ
た
ち
の
職
種
や
組
織
へ
の
所
属
形
態
は
、
ル
ガ
ル
ア
ン

　
ダ
治
世
後
半
に
な
っ
て
漸
く
そ
の
全
体
像
が
第
三
種
誇
－
訂
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

　
さ
れ
る
が
、
＜
》
門
禽
一
蒔
は
そ
の
記
事
を
見
事
に
先
取
り
し
て
い
る
。

⑦
本
文
に
お
い
て
問
題
に
し
た
三
種
乃
至
四
種
の
大
型
支
給
記
録
相
互
間
の

　
菊
d
－
ご
α
q
四
r
p
α
Q
譜
毒
8
の
入
数
の
差
異
の
詳
細
に
つ
い
て
も
準
備
中
の
別
稿
に
お

　
い
て
論
ず
る
。

⑧
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
後
半
に
お
け
る
エ
こ
ミ
組
織
と
そ
の
大
麦
支
給
体
系
の
整

　
備
の
基
礎
に
、
エ
ン
シ
支
配
下
乃
至
Φ
“
。
自
貯
所
有
の
耕
地
経
営
が
治
世
四
年
に

　
は
成
果
を
挙
げ
始
め
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
σ
Q
睾
呼
8
・
毎
ヨ
あ
ト
・
一

　
ヨ
む
＼
b
σ
費
呼
暴
巧
み
寧
冨
な
る
表
現
が
こ
の
年
に
三
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
の
で
あ

　
る
（
O
h
層
一
）
℃
印
刈
宿
”
霜
月
O
刈
一
甲
「
α
“
邸
）
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
Ω
．
即
《
p
α
q
凱

　
一
⑩
⑩
⑩
が
要
約
な
が
ら
注
目
さ
れ
る
。
彼
は
耕
地
数
の
頂
点
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
四

　
年
と
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
ル
ガ
ル
治
世
一
年
で
、
そ
の
数
は
夫
々
二
二
と
三
八
だ

　
と
し
て
い
る
（
℃
．
ω
卜
。
ω
）
。
な
お
∪
℃
㎝
謹
と
圃
円
0
苫
に
は
閑
d
幻
①
あ
霧
⑤
冨

　
と
さ
れ
る
耕
地
も
七
耕
地
、
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
他
方
、
治
世
六
年
に
お
け
る
第
二
種
締
・
ぴ
四
の
鐙
ω
・
曾
σ
・
⑦
曽
σ
q
異
鐙
ω
ム
信
σ
・

　
象
傷
＝
グ
ル
ー
プ
の
充
実
・
拡
大
は
妃
の
門
家
」
の
拡
大
の
証
左
の
～
つ
と
し
て

　
も
っ
と
光
が
当
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（630）8

第
一
章

エ
ン
マ
ー
麦
支
給
記
録
O
O
ω
c
。
に
お
け
る
非
騨
ξ
－
ス
¢
詔
－
α
9
び
『
σ
鋤
層
の
混
在

　
－
支
給
対
象
の
範
疇
破
壊
的
構
造
ー

ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
～
年
の
エ
ン
マ
ー
麦
支
給
記
録
U
O
ω
。
。
は
、
そ
の
8
｝
○
嘗
魯
に
よ
れ
ば
N
陣
N
呼
げ
p
国
殉
国
♂
（
耳
ω
）
崔
①
N
①
孚
恥
じ
d
卑

d
b
。
涛
四
「
バ
ウ
神
の
祭
の
、

う
早
い
時
点
に
お
い
て
、

労
働
テ
ィ
ー
ム
（
へ
）
の
エ
ン
マ
ー
麦
支
給
」
で
あ
る
（
U
O
ω
。
。
×
目
ω
参
照
）
。
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
治
世
一
年
と
言

ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治
世
の
臥
N
卜
。
き
餌
ご
ト
。
自
Q
知
①
－
留
げ
。
θ
糟
器
鳳
じ
d
甲
d
b
。
「
バ
ウ
神
の
扶
養
地
を
保
有
す
る
人
々
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①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
へ
）
の
エ
ン
マ
i
麦
支
給
」
を
直
ち
に
想
起
さ
せ
る
支
給
記
録
が
出
現
し
た
こ
と
自
体
、
衝
撃
的
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
エ
ン
マ
ー
麦
支
給
の
支
給
対
象
者
の
主
要
部
分
が
ご
ト
。
－
国
¢
知
①
－
号
げ
『
げ
9
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
一
8
－
円
q
国
①
－
畠
訂
－
訂
と

判
定
さ
れ
た
人
々
は
全
一
五
一
人
中
、
一
二
〇
人
に
達
す
る
。

　
内
訳
は
、
先
ず
狭
義
の
幻
d
－
ご
σ
q
巴
集
団
三
チ
ー
ム
・
計
五
九
名
、
そ
れ
に
、
実
質
上
鈴
σ
q
－
三
囲
で
あ
る
β
α
q
巳
鋤
に
率
い
ら
れ
た
六
名
と
、

治
世
四
年
以
降
§
8
「
牝
牛
飼
い
」
の
肩
書
が
表
面
化
す
る
ピ
8
憂
霞
－
目
①
b
。
－
げ
年
σ
q
ダ
に
率
い
ら
れ
る
八
人
の
ニ
チ
ー
ム
計
一
四
名
を
加
え
た
、

合
計
七
三
名
は
疑
い
よ
う
の
な
い
ご
曽
囚
d
罰
9
計
げ
『
ぴ
p
で
あ
る
（
H
学
H
H
o
。
）
。
次
に
果
樹
栽
培
責
任
者
づ
亭
置
同
δ
五
人
（
同
×
甲
H
O
）
。
上
記
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
別
種
の
牛
飼
い
（
ω
帯
出
α
q
ε
）
二
人
、
ロ
バ
飼
い
三
種
四
人
、
小
家
畜
飼
育
者
一
人
、
豚
飼
い
頭
一
人
（
。
。
ぢ
譲
菩
“
。
（
同
×
一
廉
）
）
の
家
畜
飼
育

者
計
八
人
。
ビ
ー
ル
醸
造
人
少
な
く
と
も
二
人
、
運
搬
人
の
監
督
一
人
（
¢
σ
Q
巳
餌
－
擶
…
×
長
×
＝
）
。
管
理
者
層
に
属
す
る
者
が
油
倉
庫
の
監
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

（
障
餌
－
鰍
鋤
犀
9
ゆ
”
H
國
H
恥
）
一
人
、
書
記
（
号
げ
－
。
・
p
畳
頃
⑩
出
口
ω
）
＝
｝
人
、
使
者
（
ω
昏
訂
『
臼
に
）
～
人
、
計
五
人
。
宮
廷
で
働
く
人
々
二
八
人
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ち
の
｝
七
人
、
そ
の
内
訳
は
理
髪
師
警
－
二
人
、
料
理
人
日
昌
巴
臼
田
六
人
、
酒
盃
官
○
、
熱
湯
準
備
人
一
8
－
甲
ざ
白
卜
。
一
人
、
α
q
Q
ぴ
。
。
ム
き
①

（～

j
二
人
、
一
ξ
－
H
O
H
．
宕
H
O
H
累
び
。
「
声
望
の
（
？
）
人
」
七
人
（
同
齢
q
山
〇
一
く
。
。
る
）
。
手
工
業
職
人
た
ち
九
人
。
総
計
、
本
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て

ぎ
ト
。
鼠
d
男
①
－
爵
げ
『
げ
ゆ
と
判
定
し
た
者
は
一
二
〇
人
に
達
し
た
。

　
総
計
一
五
～
人
（
×
H
H
一
）
中
、
一
8
－
囚
d
知
曾
曾
げ
『
げ
p
と
相
当
の
根
拠
を
以
っ
て
判
定
さ
れ
る
者
を
～
二
〇
人
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

∪
○
ω
。
。
に
お
け
る
N
息
δ
甲
ぼ
お
富
Φ
N
Φ
甲
張
ゆ
甲
d
“
。
憂
p
の
受
給
者
の
主
要
部
分
が
『
鱒
自
d
殉
①
－
妨
げ
α
げ
四
で
あ
っ
た
と
確
認
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
確
認
を
も
っ
て
こ
の
獣
N
卜
。
響
げ
甲
州
円
ら
。
－
類
テ
キ
ス
ト
が
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
治
世
開
始
時
点
の
エ
・
ミ
組
織
に
お
い
て
、

｝
壽
－
図
q
幻
曾
号
訂
－
げ
9
層
と
い
う
、
最
末
期
ラ
ガ
シ
ュ
都
市
国
家
の
邑
ω
。
口
似
、
⑪
酔
冨
と
も
言
う
べ
き
社
会
的
範
疇
の
維
持
・
尊
重
が
～
時
的

と
は
醤
え
動
揺
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
。

　
以
下
、
愈
々
問
題
部
分
の
検
討
に
入
る
。
検
討
作
業
は
細
部
に
亘
る
が
、
諒
恕
さ
れ
た
い
。

9 （63ユ）



　
U
O
ω
。
。
に
お
い
て
、
宮
廷
内
で
働
く
人
々
℃
Φ
誘
。
自
巴
傷
。
ヨ
①
ω
音
器
の
数
は
二
八
人
で
あ
る
。
こ
の
数
は
他
の
沿
－
訂
、
巳
p
α
甲
げ
p
、
儀

礼
服
類
支
給
な
ど
の
ど
の
支
給
種
類
の
数
字
と
も
飛
び
離
れ
た
大
き
さ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
ゆ
毫
。
。
G
。
ミ
（
豚
Φ
－
ぴ
窩
§
－
冨
（
国
』
）
）

及
び
治
世
六
年
の
第
一
種
似
9
げ
p
菊
↓
○
α
鼻
の
一
六
人
と
い
う
隔
た
り
よ
う
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
職
名
を
検
討
す
る
た
め
に
℃
9
ω
○
旨
Φ
｝
卿
○
日
Φ
ω
量
器
に
属
す
る
幾
つ
か
の
陣
8
の
人
数
を
他
の
テ
キ
ス
ト
の
人
数
と
比
較
し
て

み
よ
う
。
U
O
ω
c
。
に
お
い
て
目
立
っ
て
多
い
の
は
理
髪
師
濫
掘
の
三
人
、
料
理
人
・
パ
ン
焼
き
日
録
巴
蝕
臼
の
七
人
、
酒
盃
宮
雛
α
q
一
の
三
人
、

頓
諺
即
日
q
（
家
僕
．
家
人
、
女
召
使
い
、
家
碑
）
四
人
、
「
名
望
の
人
（
？
）
」
置
“
。
肖
O
H
．
宕
H
O
臼
鱒
七
人
な
ど
で
あ
る
。

　
上
記
二
八
人
の
う
ち
、
ど
の
点
か
ら
見
て
も
一
8
－
〆
q
幻
①
－
気
運
－
審
層
に
属
さ
な
い
人
物
が
、
理
髪
師
三
人
中
二
人
、
料
理
人
七
人
申
一
人
、

酒
盃
嘗
三
人
中
二
（
？
）
人
、
輯
》
即
日
q
四
人
全
員
、
門
番
～
人
、
計
一
〇
人
も
居
る
。
u
O
ω
。
。
の
℃
霞
ω
。
言
偉
仙
。
B
Φ
ω
口
ρ
器
が
他
の
種

類
の
テ
キ
ス
ト
、
特
に
第
一
種
似
Φ
－
冨
知
6
0
課
や
日
d
O
卜
。
■
日
》
O
－
日
d
Ω
卜
。
’
日
》
O
血
Φ
ω
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
図
抜
け
て
多
い
理
由
は
こ
こ
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
U
O
ω
。
。
”
8
罫
日
昌
＜
㌣
①
に
現
れ
る
人
名
は
ω
Φ
［
堅
鋤
】
白
［
草
葺
甲
羅
午
窪
p
白
鼠
ジ
蜜
⇒
止
ω
白
斜
蜜
㌣
白
仁
血
甲
ざ
詮
の
四
人
で
、
肩
書
き

は
団
〉
即
日
d
（
ー
ヨ
Φ
）
で
あ
る
。
こ
の
四
人
は
揃
っ
て
潅
概
水
路
工
事
記
録
、
直
営
耕
地
の
収
穫
労
働
や
収
穫
穀
物
運
搬
労
働
に
も
、
ま
た

6
φ
○
甲
↓
》
O
－
日
d
O
呼
日
〉
○
嵐
Φ
ω
テ
キ
ス
ト
に
も
一
切
姿
を
見
せ
ず
、
従
っ
て
H
壽
－
国
φ
濁
①
㍍
跨
『
げ
p
で
は
な
い
と
断
定
で
き
る
。
こ
こ
で

種
明
か
し
を
し
て
お
こ
う
。
実
は
此
の
四
人
は
女
性
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
は
輯
〉
即
6
ご
－
巳
b
。
と
書
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
勿
論
、
彼
女
ら
は
第
一
種
誇
－
げ
9
表
に
は
決
し
て
現
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
彼
女
ら
は
ど
の
種
類
の
似
？
げ
p
表
に
も
現
れ
な
い
の
か
。
決
し

て
そ
う
で
は
な
い
。
彼
女
ら
は
四
人
の
う
ち
二
人
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
の
二
個
の
第
二
種
鰍
？
げ
p
す
な
わ
ち
．
僧
堂
げ
鉱
α
q
写
亭
象
。
。
（
ξ

鐙
曽
象
7
蝕
α
目
、
「
イ
ギ
ヌ
ド
ウ
（
字
義
通
り
に
は
盲
人
）
、
（
運
搬
人
、
）
（
及
び
）
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
（
真
）
中
に
個
々
に
」
と
題
さ
れ
る
澄
ケ
p
表
の

中
の
鐙
ω
－
注
げ
－
⑦
“
。
－
σ
q
巴
「
王
宮
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
（
真
）
中
に
」
と
一
括
さ
れ
る
セ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
、
他
の
多
く
の
宮
廷
に
仕
え
る
人
々
の

問
に
伍
し
て
現
れ
る
。
そ
の
二
人
と
は
密
p
－
長
午
留
憂
償
詮
と
臣
口
白
郎
血
甲
ざ
詮
で
あ
る
（
＜
諺
6
瞳
一
ρ
①
　
く
》
日
卜
①
卜
。
。
。
”
①
参
照
）
。
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∪
○
ω
○
。
の
倒
諺
即
日
d
が
実
際
は
第
二
種
豚
①
θ
p
の
輯
〉
知
．
6
ご
－
巨
b
。
と
同
義
で
あ
る
以
上
、
こ
の
帽
〉
即
↓
φ
四
人
は
国
幻
国
♂
（
耳
ω
）

「
労
働
チ
ー
ム
、
労
働
集
団
、
作
業
仲
間
」
の
含
意
か
ら
、
ひ
い
て
は
一
話
－
囚
φ
幻
①
－
号
ぴ
『
げ
恥
「
σ
q
毒
卜
。
－
国
d
囲
①
（
扶
養
地
）
を
と
っ
た
人
々
」

と
呼
ば
れ
る
社
会
的
範
疇
か
ら
、
本
来
、
逸
脱
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。

　
之
一
ロ
ー
償
毎
ム
甲
蒼
詮
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
第
九
回
目
の
第
二
種
似
？
げ
餌
く
諺
6
み
①
卜
⊃
○
。
（
＜
H
四
）
に
お
い
て
直
接
的
に
、
ま
た
密
三
日
午

紆
涛
該
b
。
も
同
年
第
一
回
目
の
第
二
種
豚
Φ
－
び
価
〈
〉
日
鼻
念
①
＜
H
心
・
に
お
い
て
間
接
的
に
、
何
れ
も
・
。
＼
鼻
σ
q
霞
あ
鋤
σ
q
－
σ
q
巴
卜
。
と
い
う
高
額
の
誇
－
げ
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
O
》
即
日
d
－
巳
卜
。
白
Φ
七
人
の
中
で
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
女
ら
か
ら
後
の
四
入
の
輯
》
図
．
↓
d
－
邑
卜
。
－
日
Φ
は
何
れ
も

ぐ
濾
グ
ル
サ
ッ
ガ
ル
し
か
受
け
取
っ
て
い
な
い
か
ら
、
同
じ
国
》
即
6
d
－
巨
b
。
の
中
で
も
オ
汀
－
霞
亭
富
－
臣
詮
と
察
　
白
午
畠
鼻
息
b
。
の
二
人
物

や
や
特
別
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
蜜
降
－
霞
阜
畠
－
宮
詮
輯
》
即
↓
φ
白
壁
は
ま
た
、
支
配
者
の
子
供
た
ち
所
属
の
人
々
へ
の
定
期
大
麦
支
給
記
録
、
す
な
わ
ち
第
四
種
似
甲
ぴ
p

＜
豊
野
①
＜
日
G
。
ふ
（
ピ
．
く
H
＼
一
。
）
に
も
、
≦
自
［
毫
層
p
－
φ
卜
。
と
U
－
馨
る
謬
－
償
年
母
譲
卜
。
蒔
帽
夷
．
目
三
論
餌
％
Φ
－
号
鼠
「
［
受
給

量
］
人
名
、
侍
女
の
ニ
ン
ウ
ル
ダ
ク
シ
ュ
と
一
緒
に
い
た
（
ヨ
働
い
た
）
」
と
い
う
記
述
の
中
に
現
れ
る
。
こ
の
女
性
は
同
種
の
同
年
の
テ
キ
ス

ト
＜
》
日
愈
煽
り
く
目
ロ
b
。
｝
＜
H
ロ
ゲ
“
。
（
塔
§
昌
に
も
く
日
・
。
［
芽
－
藝
－
q
ゆ
－
譲
“
。
］
≦
H
＝
顧
》
男
．
↓
φ
白
湯
母
。
。
①
－
寧
歳
の
形
で
現
れ
て
い

た
に
違
い
な
い
。

　
翼
ぎ
－
霞
午
匿
－
巨
詮
と
ヨ
⇒
白
β
血
井
野
詮
の
共
通
点
は
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
四
年
に
二
箇
、
五
年
に
一
箇
現
存
す

る
、
一
8
尚
O
H
．
蜜
O
H
属
卜
。
「
名
望
の
人
」
た
ち
が
エ
・
ミ
の
外
部
の
高
位
者
た
ち
に
宗
教
儀
礼
の
～
環
と
し
て
「
純
粋
な
乳
と
純
粋
な
麦
芽
」

を
贈
呈
し
た
こ
と
を
記
録
す
る
、
一
8
－
H
O
H
．
望
H
O
H
客
“
。
ご
縛
σ
q
四
－
ざ
ω
白
重
ξ
由
¢
。
。
－
び
宰
ヨ
Φ
テ
キ
ス
ト
に
共
に
現
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

累
言
－
霞
償
斗
掻
ざ
詮
と
蜜
口
過
に
－
号
－
ざ
詮
の
二
人
は
「
侍
女
・
家
蝉
」
た
ち
の
中
で
も
、
ナ
ン
シ
ェ
女
神
に
か
か
わ
る
宗
教
的
儀
式
に
参
加
し

て
、
譲
－
ぴ
亭
号
ω
職
の
エ
ニ
ガ
ル
以
下
の
、
Φ
卜
。
白
む
組
織
内
の
高
官
や
、
一
壽
肖
O
H
．
羅
O
H
署
b
。
層
の
中
で
も
ご
b
。
－
国
d
幻
①
脚
湯
『
訂
と
し
て
処

遇
さ
れ
、
稀
に
は
儀
礼
服
支
給
テ
キ
ス
ト
に
も
現
れ
る
人
々
に
伍
し
て
、
ω
鼻
冨
一
－
臼
菩
や
支
配
者
の
子
供
た
ち
の
組
…
織
の
口
午
ぴ
p
⇒
留
。
。
な
ど
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の
妻
に
、
純
粋
な
乳
と
純
粋
な
麦
芽
と
を
贈
呈
し
て
い
た
（
U
℃
卜
。
N
ρ
卜
。
－
高
窓
α
一
お
b
虞
一
U
℃
冨
卜
。
“
G
。
参
照
）
。

　
そ
の
う
え
、
密
口
出
毎
－
号
貯
鼠
b
。
の
方
は
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
四
年
の
割
当
地
闘
乱
養
地
配
分
記
録
国
q
．
鳶
に
お
い
て
ト
。
蹄
β
の
保
有
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

記
録
さ
れ
て
い
る
（
≦
G
。
る
）
。
勿
論
、
彼
女
は
聯
奏
水
路
工
事
等
の
集
団
労
働
に
は
決
し
て
現
れ
な
い
。

　
割
当
地
σ
q
9
菖
－
図
d
図
①
保
有
こ
そ
は
嘗
て
第
～
青
砥
Φ
き
p
受
給
と
共
に
ご
呼
囚
¢
初
午
号
σ
『
訂
身
分
の
象
徴
で
あ
り
、
彼
ら
が
本
来
の
専
門

的
職
能
の
他
に
、
軍
事
義
務
や
賦
役
義
務
を
負
う
こ
と
に
対
す
る
固
定
的
報
酬
で
あ
る
と
厳
密
に
考
え
ら
れ
て
来
た
が
、
輯
諺
幻
■
日
φ
白
置
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

如
き
、
妃
の
宮
廷
の
家
蝉
・
侍
女
に
も
給
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
と
言
う
の
は
、
U
O
ω
c
。
に
お
い
て
N
恩
－
σ
p
両
切
国
♂
－
建
を
受
給
し
た
残
り
の
二
人
の
輯
〉
即
日
d
》
ω
Φ
墜
p
白
信
と
峯
⇒
－
8
白
9
は
、
現
在

迄
の
と
こ
ろ
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
四
、
五
年
頃
に
属
す
る
と
し
か
推
定
で
き
な
い
、
二
種
・
三
種
を
合
体
し
た
定
期
大
麦
支
給
記
録
U
℃
N
ω
O

×
H
＜
狸
①
、
”
。
。
．
に
姿
を
見
せ
る
他
は
、
ど
の
似
？
げ
p
表
に
も
姿
を
見
せ
な
い
が
、
上
出
の
密
亭
類
亭
伽
甲
ざ
診
と
並
ん
で
同
じ
σ
q
餌
言
鼠
φ
幻
①

配
分
記
録
に
N
砕
β
の
割
当
地
保
有
者
と
し
て
姿
を
見
せ
る
か
ら
で
あ
る
（
閏
α
蕊
く
H
ρ
メ
⑩
参
照
）
。
し
か
し
ω
綴
－
甲
日
信
と
蜜
p
占
ω
白
四
の

二
人
は
一
8
－
H
Ω
H
．
署
H
O
H
乞
卜
。
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
純
粋
な
乳
と
麦
芽
を
贈
呈
す
る
記
録
に
姿
を
現
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
「
家
蝉
、
侍
女
」
頓
》
菊
．
6
d
－
霞
む
の
肩
書
き
を
有
す
る
者
の
中
に
∪
○
ω
。
。
に
は
未
だ
現
れ
な
い
が
、
治
世
三
年
の
パ
ン
支
給

記
録
旬
日
○
語
日
。
。
に
、
肩
書
き
抜
き
で
一
四
人
の
吋
一
塁
臨
「
勢
毛
女
工
、
羊
毛
処
理
女
工
（
≦
・
一
撃
げ
①
一
霞
一
⇒
）
」
の
チ
ー
ム
の
た
め
の
パ
ン

支
給
の
代
表
受
取
人
と
し
て
（
日
。
。
弘
O
参
照
）
始
め
て
記
録
的
に
登
場
す
る
国
聖
日
国
■
竃
団
が
居
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
国
N
自
国
．

竃
国
は
上
に
取
り
あ
げ
た
割
当
地
検
上
記
廻
国
α
鳶
に
お
い
て
も
、
四
人
の
顧
》
幻
．
↓
9
慧
卜
・
た
ち
の
ト
ッ
プ
に
、
他
の
三
人
よ
り
日
ざ
多

い
念
ζ
の
割
当
地
保
有
を
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
国
卜
。
㌔
↓
国
．
ζ
国
は
ま
た
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
四
年
も
し
く
は
五
年
と
考
え
ら
れ
る
H
種
と
落
種
の
合
体
大
麦
支
給
記
録
∪
℃
卜
。
ω
O
×
H
＜
ω
”
”

G。、

ﾉ
五
人
の
側
諺
即
日
d
白
物
の
ト
ッ
プ
に
記
録
さ
れ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
エ
テ
メ
を
含
め
て
四
人
が
く
A
σ
q
β
寓
p
α
q
面
鋤
置
を
、
最
後
の

諺
ぎ
－
ω
ダ
が
ざ
麻
を
受
給
し
て
お
り
、
国
“
。
白
国
．
ζ
国
と
密
甲
葺
亭
号
由
良
“
。
は
格
別
の
厚
遇
を
受
け
て
い
な
い
。
し
か
し
同
治
世
六
年
置
第
二
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種
下
Φ
－
訂
で
は
、
国
電
日
国
．
ζ
炉
冨
甲
β
躍
－
留
－
犀
償
夢
詔
甲
鑓
午
儲
甲
ざ
詮
の
…
一
天
が
謁
ω
蕾
ω
の
高
額
の
大
麦
支
給
を
受
け
、
次
の
ウ
ル
イ
ニ

ム
ギ
ナ
の
治
世
に
な
っ
て
も
国
卜
。
－
日
曜
．
ζ
国
だ
け
は
そ
の
ル
ガ
ル
治
世
五
年
ま
で
鳶
ω
一
一
p
。
。
の
大
麦
支
給
を
受
け
続
け
る
。
他
の
彊
》
即
6
9

ヨ
ぎ
た
ち
の
多
く
は
ウ
ル
イ
ム
ギ
ナ
治
世
に
は
姿
を
消
す
か
、
現
れ
て
も
受
給
量
は
三
六
シ
ラ
に
減
じ
て
い
る
。

　
こ
の
国
“
。
自
国
ζ
国
が
ξ
－
H
O
H
．
羅
○
頃
卜
。
た
ち
の
「
純
粋
な
乳
と
純
粋
な
麦
芽
」
の
、
主
と
し
て
Φ
卜
。
さ
置
外
の
有
力
者
た
ち
へ
の
贈
呈

記
録
中
に
、
国
〉
即
日
d
－
白
い
。
－
旨
Φ
の
ト
ッ
プ
に
現
れ
る
の
は
言
う
迄
も
な
い
（
U
℃
鴇
ρ
N
介
閃
σ
ミ
ω
》
卜
。
添
w
u
℃
一
ら
。
卜
。
”
ω
参
照
）
。
な
お
国
呼

日
国
■
ζ
国
が
ウ
ル
イ
ム
ギ
ナ
の
ル
ガ
ル
治
世
一
年
の
大
規
模
検
地
記
録
ω
蒲
団
一
躍
○
×
一
ρ
一
一
に
お
い
て
①
郎
螺
の
σ
Q
き
ト
。
－
囚
O
菊
①
の
保
有
を

記
録
さ
れ
て
い
る
の
も
注
目
に
値
す
る
。
他
の
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
記
録
群
に
現
れ
た
国
〉
即
6
d
白
む
の
名
は
、
ウ
ル
イ
ム
ギ
ナ
時
代
の

割
当
地
保
有
記
録
か
ら
姿
を
消
す
。

　
但
し
こ
の
国
卜
・
白
国
．
窯
国
を
含
め
て
も
輯
》
即
日
¢
白
む
は
ぼ
“
。
－
H
O
H
客
H
O
毫
卜
。
と
し
て
、
儀
礼
服
支
給
記
録
に
は
決
し
て
現
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
処
遇
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
輯
》
即
日
d
－
巳
b
。
と
同
じ
く
娼
Φ
お
。
自
活
窪
。
白
Φ
。
。
島
ρ
器
ら
し
い
職
名
の
～
つ
ω
餌
σ
q
一
「
酌
人
、
酒
盃
密
」
に
話
を
移
そ
う
。
墨
α
Q
一
も
ま
た
、

∪
○
ω
。
。
の
方
が
第
一
種
似
？
訂
渕
日
○
鰹
よ
り
も
、
肩
書
き
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
二
人
多
く
、
三
人
が
記
載
さ
れ
る
。
こ
の

三
入
は
U
O
の
○
。
に
お
い
て
肩
書
き
が
明
示
さ
れ
る
最
初
の
℃
Φ
誘
。
目
Φ
一
匹
。
目
①
ω
江
ρ
償
①
で
も
あ
る
，
（
∪
○
ω
G
◎
H
＜
鱒
1
㎝
）
。
こ
の
三
人
は
ω
溢
鼻

ピ
μ
σ
q
寧
α
q
鋤
曽
〉
［
b
d
甲
P
。
。
愈
d
圏
－
曾
？
ω
謡
鴬
団
p
σ
q
寧
旦
ω
鋤
α
q
一
白
Φ
の
形
式
で
現
れ
る
。
こ
の
三
人
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
の
第
～
種
似
？

ぴ
9
。
数
日
O
総
に
は
姿
を
現
さ
な
い
。
幻
日
○
鰹
に
姿
を
現
す
銘
σ
q
一
は
U
O
ω
。
。
に
お
い
て
は
目
。
聾
冨
で
独
立
し
て
現
れ
る
国
㌣
一
壽
－
鐙
9
σ
q
Q

の
み
で
あ
る
（
U
O
ω
G
。
画
H
H
①
）
。
ピ
償
σ
q
㍗
α
q
譜
－
》
甲
ρ
d
H
－
曾
①
の
二
人
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
に
は
二
箇
の
第
二
種
砥
？
げ
鋤
に
記
録
さ
れ

る
（
＜
》
日
念
｝
ρ
ρ
ご
く
諺
風
鳥
爵
。
。
”
①
為
参
照
）
。
三
人
目
の
国
p
α
q
餌
周
鼠
は
治
世
四
年
、
五
年
、
六
年
の
第
W
種
似
Φ
き
餌
に
現
れ
る
（
幻
↓
○
α
ρ

ご
U
℃
一
①
ρ
ご
U
℃
一
㎝
メ
ご
く
》
日
禽
一
P
一
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
上
述
の
ピ
償
α
q
群
σ
q
鋤
曽
》
し
d
・
ρ
9
－
曾
①
〕
団
口
σ
q
簿
村
－
臨
の
三
人
の
銘
α
q
一
は
U
O
ω
G
。
で
は
肩
書
の
無
か
っ
た
国
巳
壽
詠
鋤
璽
σ
q
帥
（
］
）
○
ω
O
Q
H
H
H
①
）
と
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共
に
、
冨
卜
。
幽
O
H
9
圏
H
O
毫
卜
。
に
よ
る
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
の
純
粋
な
乳
と
純
粋
な
麦
芽
の
贈
呈
記
録
三
箇
に
姿
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の
よ
う
に

U
O
ω
Q
。
に
現
れ
た
四
人
の
個
〉
渕
・
6
d
（
白
芭
の
う
ち
の
寒
冒
出
島
莚
窄
中
田
と
霧
u
－
三
郎
－
号
涛
三
二
。
の
二
人
、
及
び
酒
盃
官
四
人
全
員
が
ご
“
。
－

H
O
H
．
客
H
O
毫
卜
。
と
し
て
ナ
ン
シ
エ
女
神
の
祭
の
行
事
の
一
環
と
し
て
「
純
粋
な
乳
と
純
粋
な
麦
芽
」
の
贈
呈
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
、
N
一
三

ぴ
卑
罰
幻
国
富
卜
。
－
鑓
と
し
て
の
受
給
者
の
資
格
に
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
上
に
問
題
に
し
た
八
人
の
う
ち
の
六
人
が
℃
2
ω
○
下
血
匹
○
日
Φ
ω
氏
ρ
¢
①
乃

至
｝
Φ
ω
o
霞
Φ
σ
q
鼓
み
ω
曾
窓
二
一
ω
「
宮
廷
の
登
録
者
」
（
ζ
・
ド
磐
ぴ
Φ
邑
の
資
格
に
お
い
て
∪
○
ω
。
。
に
姿
を
現
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
実
際
d
苧
曾
①
と
四
ゆ
σ
q
寧
臥
の
二
人
の
鈴
α
q
一
は
、
第
二
種
、
第
四
種
の
砥
Φ
－
げ
p
リ
ス
ト
以
外
に
は
上
記
の
「
純
粋
な
乳
と
純
粋
な
麦
芽
」
贈

呈
リ
ス
ト
に
闘
N
－
H
O
り
鶉
H
O
H
♂
と
し
て
現
れ
る
の
み
で
、
潅
概
水
路
工
事
記
録
や
σ
q
p
壽
－
囚
d
渕
①
保
有
記
録
な
ど
、
他
の
種
類
の
テ
キ
ス
ト

に
は
一
切
姿
を
見
せ
な
い
。
d
三
山
①
と
国
⇒
α
q
餌
H
－
臥
の
二
人
の
鍔
σ
q
一
も
ま
た
疑
い
も
な
く
ぎ
“
。
－
国
d
円
①
－
号
ぴ
『
げ
ゆ
で
は
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
酒
盃
官
と
し
て
U
O
ω
c
。
に
明
記
さ
れ
た
三
人
の
う
ち
最
初
に
記
録
さ
れ
た
ピ
β
σ
q
鋤
憎
σ
q
譜
》
じ
d
－
Φ
（
U
O
ω
c
。
H
＜
N
参
照
）
に
関
し
て

は
、
q
雫
曾
？
国
昌
α
q
p
H
嵐
や
四
人
の
劇
〉
図
．
↓
φ
－
日
む
た
ち
の
場
合
の
よ
う
に
無
条
件
に
非
ぎ
曽
囚
φ
男
曾
号
び
『
げ
餌
と
断
定
す
る
に
は
問
題
が

あ
る
。
と
言
う
の
は
、
目
仁
σ
q
寧
σ
q
餌
さ
。
－
》
し
d
－
①
ω
鋤
σ
q
一
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
一
年
、
二
年
、
三
年
、
四
年
の
合
計
五
箇
の
一
概
水
路
工
事
記
録
に
、

治
世
一
年
の
U
勺
①
重
目
僻
を
除
い
て
、
器
σ
q
一
の
肩
書
つ
き
で
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
時
代
か
ら
妃
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

小
宮
廷
組
織
の
成
員
と
し
て
、
治
世
三
年
に
は
一
q
b
。
－
H
O
り
濱
Ω
毫
吋
、
四
年
に
は
早
く
も
銘
σ
q
一
と
し
て
三
六
シ
ラ
の
定
期
大
麦
支
給
を
受
け
て

い
た
。

　
更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
二
年
以
降
の
壁
芯
水
路
工
事
記
録
に
は
、
治
世
六
年
の
第
一
種
似
甲
訂
へ
の
出
現
（
力
日
○

鰹
H
＜
6
、
肩
書
き
無
し
）
に
よ
っ
て
ご
呼
国
ご
切
①
－
留
夏
－
訂
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
国
津
爵
（
鐙
①
－
α
p
）
の
次
に
現
れ
て
、
こ
の
二
人
が

鈴
σ
q
憎
営
Φ
と
括
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
例
え
ば
∪
℃
①
邸
ρ
ざ
∪
℃
爵
伊
ω
参
照
）
。

　
こ
の
『
償
σ
q
群
α
q
p
卜
。
》
し
d
あ
墨
α
q
一
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
治
世
一
年
か
ら
四
年
ま
で
、
一
眠
自
d
図
①
－
畠
∫
－
訂
で
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
は
、
第

一
種
鰍
Φ
－
訂
や
σ
Q
餌
謹
－
図
d
渕
①
保
有
記
録
が
無
い
以
上
決
定
で
き
な
い
。
た
だ
こ
う
い
う
記
録
の
現
わ
れ
方
を
す
る
人
物
が
N
一
N
卜
。
き
甲
国
男
団
爵
－
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H
費
U
O
ω
G
。
に
記
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
写
る
意
味
で
は
な
お
形
成
過
程
に
あ
っ
た
エ
こ
・
、
内
の
建
b
。
民
d
園
9
簸
訂
－
冨
層
の
実
情
を
見
る

思
い
が
す
る
。
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
治
世
三
、
四
年
頃
迄
は
、
一
8
－
囚
む
幻
9
辞
訂
－
訂
と
非
一
8
－
囚
d
園
璽
号
げ
『
審
の
一
画
－
H
O
H
■
累
H
O
昭
b
。
の
境

界
は
曖
昧
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
d
学
晋
①
と
ピ
郎
α
q
p
一
－
σ
q
8
－
》
b
d
－
Φ
の
二
人
の
銘
け
q
一
は
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
時
代
を
通
じ
て
第
二
種
似
Φ
－
げ
P

鐙
。
。
－
曾
び
－
①
曽
σ
q
9
。
一
の
中
に
一
＼
継
σ
Q
琴
ω
p
σ
q
－
σ
Q
巴
b
。
の
大
麦
支
給
を
受
け
続
け
た
の
で
あ
る
。
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
か
ら
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治

世
下
に
か
け
て
こ
の
人
物
は
確
か
に
非
ぼ
ト
。
－
国
d
幻
①
－
留
σ
『
訂
で
あ
っ
た
。

　
他
方
、
U
O
ω
。
。
に
お
い
て
独
り
他
の
三
人
と
離
れ
て
豊
春
無
し
で
姿
を
見
せ
る
団
降
－
冨
卜
。
詠
鋤
曾
σ
q
ゆ
（
器
α
q
一
）
（
日
①
）
は
疑
い
よ
う
の
な
い
冨
b
。
－

囚
d
幻
⑱
留
評
♂
p
で
あ
っ
た
。
治
世
六
年
の
第
一
種
置
き
剛
力
日
○
罐
H
＜
一
①
に
も
肩
書
き
抜
き
な
が
ら
記
載
さ
れ
て
い
た
し
、
三
箇
の
儀
礼

服
支
給
記
録
に
も
、
酒
盃
官
と
し
て
た
だ
一
人
姿
を
現
し
て
い
る
（
例
え
ば
u
℃
一
り
G
。
》
卜
。
》
ω
参
照
）
。
ま
た
治
世
二
年
の
澄
－
N
一
8
－
留
配
分
記
録

（
客
一
鞭
一
ト
り
α
H
）
（
刈
り
Q
Q
）
に
も
、
有
力
者
た
ち
に
続
く
、
Φ
b
。
自
一
。
。
内
の
ご
ト
。
－
国
d
関
①
－
富
評
－
げ
p
た
ち
の
最
後
に
出
現
し
て
い
た
。
各
面
水
路
工
事

記
録
に
は
治
世
一
、
二
、
三
、
四
、
六
年
に
現
れ
、
ま
た
エ
ン
シ
の
ク
ル
で
あ
る
巳
σ
q
卜
。
あ
p
出
餌
（
事
実
上
の
国
営
或
い
は
公
営
耕
地
）
［
σ
Q
き
ト
・
…
…
］

囚
d
幻
①
出
ω
一
b
。
－
冨
の
収
穫
穀
物
の
搬
送
に
も
、
一
記
録
（
U
①
）
だ
け
だ
が
当
た
っ
て
い
る
（
圏
節
ホ
H
H
ω
添
参
照
）
。
一
汗
函
O
H
．
羅
O
H
署
“
。
と
し

て
は
「
純
粋
な
乳
と
純
粋
な
麦
芽
」
の
贈
呈
を
、
恐
ら
く
ニ
ン
ギ
ル
ス
神
も
し
く
は
エ
ン
シ
の
組
織
の
中
心
的
Φ
口
σ
q
輿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
じ
壽
回
切
甲
q
卜
。
の
妻
に
贈
っ
て
い
る
（
例
え
ば
閃
α
嵩
し
。
》
O
（
r
僻
）
参
照
）
。

　
も
う
少
し
非
『
卜
。
－
国
d
夘
9
畠
げ
『
訂
の
篤
誘
。
言
Φ
H
餌
。
臼
Φ
ω
け
β
器
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
上
に
取
り
上
げ
た
二
人
の
酒
盃
官
d
表
象
？

弾
け
α
q
9
目
－
臥
と
同
じ
く
宮
廷
従
事
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
U
O
ω
。
。
に
お
い
て
N
一
N
卜
。
む
甲
国
塗
下
累
卜
。
－
郷
を
受
け
取
っ
た
者
に
料
理
人
・
パ
ン
焼

き
B
昌
寒
帯
ヨ
の
ピ
庫
σ
q
p
一
白
8
（
H
＜
に
～
＜
H
）
が
居
る
。
こ
の
人
物
も
一
8
－
H
O
H
．
羅
O
H
3
と
し
て
σ
q
甲
ざ
ω
自
募
ξ
－
疑
曽
訂
に
参
加
し
（
∪
勺

卜。

aB

X
①
　
閃
α
ミ
ρ
①
6
℃
一
G
。
・
。
為
）
、
治
世
六
年
に
第
二
種
似
？
ぴ
9
の
「
王
宮
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
（
真
）
中
に
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
大
麦
支
給
を

受
け
て
い
た
（
〈
〉
日
腿
①
卜
。
。
。
気
参
照
）
。

　
℃
臼
ω
o
自
己
島
。
ヨ
Φ
。
。
江
ρ
器
の
資
格
の
み
を
以
て
N
息
－
げ
9
－
団
園
国
宕
卜
。
貞
p
に
名
前
を
記
さ
れ
た
蜜
養
鰻
誇
①
と
U
費
－
量
の
二
人
目
腎
高
（
理
髪
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師
）
（
】
）
○
ω
。
。
×
⑩
払
ρ
一
一
）
は
∪
○
ω
。
。
以
外
に
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
二
年
と
推
定
さ
れ
る
一
8
－
閑
φ
渕
曾
号
げ
『
訂
部
分
と
毎
月
大
麦
支
給

部
分
の
両
方
か
ら
成
る
、
問
題
の
大
麦
支
給
記
録
∪
点
食
H
に
、
毎
月
支
給
を
受
け
る
人
々
の
部
分
に
、
一
鳶
σ
q
霞
－
銘
σ
q
－
σ
q
餌
ぎ
の
支
給
量
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

も
に
現
れ
る
だ
け
で
あ
る
（
∪
℃
吋
ω
ド
×
＜
H
α
》
①
”
刈
）
。

　
各
項
部
最
後
に
現
れ
る
累
価
日
ー
笹
蟹
占
Φ
咳
ω
－
象
。
。
「
門
番
」
（
U
O
ω
G
Q
×
H
邸
”
G
Q
）
も
治
世
6
年
の
2
箇
の
第
二
種
似
Φ
－
げ
p
の
跨
ω
－
象
げ
－
象
仙
田

「
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
（
真
）
中
に
個
々
に
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
現
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
℃
①
お
。
き
Φ
一
回
。
白
Φ
。
。
鼠
ρ
器
の
資
格
の
み
で
恩
N
b
。
θ
四

国
菊
団
♂
《
ρ
に
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
℃
2
ω
○
零
巴
仙
。
津
Φ
ω
酔
5
器
二
八
人
中
、
以
上
に
見
て
き
た
計
一
〇
人
が
非
ご
曽
図
φ
円
①
－
留
訂
－
審
で
あ
っ
た
。
な
お
U
O
ω
c
。
に
は
も
う
一

人
確
認
で
き
る
非
ご
ト
。
自
d
図
三
夏
ぴ
曽
げ
p
が
居
る
。
そ
れ
は
革
な
め
し
点
線
σ
q
器
の
H
呼
津
巳
（
同
×
戸
×
一
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
物
も
∪
○
ω

。。

ﾈ
外
に
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
の
二
箇
の
第
二
種
砥
甲
審
の
中
の
鐙
し
。
己
昏
－
紐
α
臣
「
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
（
真
）
中
に
個
々
に
」
の
セ
ク
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ヨ
ン
中
に
記
録
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
∪
○
ω
。
。
に
お
け
る
9
鞍
ω
白
き
の
数
は
一
三
人
と
、
他
の
同
時
期
の
テ
キ
ス
ト
に
比
し
て
多
い
が
、

治
世
六
年
の
第
一
種
砥
①
－
訂
の
一
四
人
に
較
べ
れ
ば
一
人
少
な
い
人
数
で
あ
っ
て
、
℃
①
お
8
器
こ
。
ヨ
Φ
践
ρ
器
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
水
脹
れ
現

象
は
見
ら
れ
な
い
。

　
何
れ
に
せ
よ
宮
廷
内
侍
者
需
誘
。
薯
Φ
H
匹
。
臼
①
ω
音
器
あ
る
い
は
一
8
－
國
Ω
H
・
圏
H
O
H
岩
国
。
“
累
．
じ
目
白
ぴ
Φ
碁
流
に
言
え
ば
δ
ω
Φ
霞
①
σ
q
一
ω
け
み
ω
曾

℃
巴
臥
ω
（
宮
廷
の
登
録
者
）
、
の
資
格
の
み
に
基
づ
い
て
、
バ
ウ
女
神
の
祭
に
際
し
て
エ
ン
マ
ー
麦
支
給
を
受
け
る
非
『
b
。
－
閑
d
閃
葦
葺
∫
－
げ
p
が

一
一
名
も
混
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
賦
譜
－
げ
麟
－
国
男
国
署
鱒
－
挙
山
じ
d
⇔
－
ご
曽
冨
と
言
う
想
定
さ
れ
た
階
層
へ
の
支
給
で
あ
る
べ
き
U
O
ω
c
。
本
来
の

性
格
へ
の
背
反
が
あ
っ
た
。
こ
の
現
象
は
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
～
年
と
い
う
、
生
産
1
1
労
働
・
再
配
分
機
構
へ
の
、
妃
を
首
長
と
す
る
組
織

の
一
挙
の
転
換
・
拡
大
が
図
ら
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
妃
お
よ
び
そ
の
直
近
の
周
辺
に
お
い
て
は
、
こ
の
転
換
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
が
理
解
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
臥
N
卜
。
－
げ
禦
団
北
国
乞
b
。
－
目
甲
①
N
Φ
日
h
b
d
9
と
b
。
齢
p
の
受
給
者
た
ち
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
字
義
通
り
国
営
国
客
卜
。

（
げ
一
白
「
作
業
仲
間
、
労
働
集
団
」
の
み
か
ら
均
質
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
作
業
仲
間
」
を
主
と
し
な
が
ら
も
、
後
に
自
似
甲
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ぴ
p
の
鐙
ω
－
曾
ぴ
－
①
卜
。
－
α
q
巴
や
鐙
ω
－
象
7
島
留
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
大
麦
支
給
を
受
け
る
宮
廷
内
侍
者
需
諺
○
自
巴
q
O
導
Φ
ω
9
器
乃
至
一
8
－
H
O
H
’

蜜
O
H
客
“
。
（
一
①
宏
Φ
α
q
一
ω
ぼ
ゆ
G
・
侮
信
三
惑
。
・
）
と
い
う
、
妃
の
宮
廷
に
第
一
義
的
に
所
属
す
る
、
「
作
業
仲
間
」
と
は
全
く
異
質
の
人
々
を
も
含
み
こ
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。
獣
譜
♂
甲
Φ
器
臼
鳳
ゆ
甲
d
N
－
障
鱒
が
看
板
に
偽
り
な
く
冨
b
。
－
国
d
園
①
－
留
げ
㎝
－
げ
餌
の
み
に
支
給
さ
れ
る
の
は
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

世
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
妃
バ
ル
ナ
ム
タ
ル
ラ
は
夫
の
治
世
の
開
始
に
当
た
っ
て
、
自
ら
が
主
宰
す
る
べ
き
①
“
。
壽
置
組
織
の
在
り
様
の
変
革
と
拡
大
を
一
応
は
受
け

容
れ
た
も
の
の
、
こ
の
組
織
の
、
自
ら
の
自
由
に
な
る
宮
廷
付
属
組
織
と
し
て
の
理
解
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
u
O
ω
。
。
に

お
け
る
需
誘
○
冒
Φ
一
伍
○
日
Φ
ω
9
仁
Φ
の
異
様
な
膨
ら
み
は
正
に
此
の
妃
の
意
識
と
、
変
革
・
拡
大
さ
れ
た
体
制
の
前
提
す
る
社
会
的
含
意
と
の

問
に
亀
裂
を
生
じ
て
い
た
証
し
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
亀
裂
・
齪
鶴
が
、
結
果
的
に
臥
N
呼
び
叩
獣
R
曽
錘
Φ
N
Φ
日
－
匹
b
d
甲
d
卜
。
－
冨
に
範
疇
破
壊

的
構
造
を
持
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

①
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
時
代
の
こ
の
種
の
エ
ン
マ
ー
麦
支
給
記
録
と
し
て
は
、

　
ω
円
鵠
押
⊂
n
（
⊆
α
q
．
p
）
η
累
津
一
ω
（
d
お
」
‘
笛
）
一
蝟
毛
》
ω
①
O
o
（
目
哨
ピ
℃
b
こ
①
㎝
ゆ
）
（
d
戯
’

　
轡
ω
）
の
三
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。

②
た
だ
し
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
お
い
て
他
の
年
に
も
N
謬
・
σ
㌣
国
詰
国
♂
畠
が

　
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
○
｛
’
U
℃
卜
。
0
膝
マ
b
σ
一

　
臥
N
い
。
と
9
巳
巳
卑
ぴ
痒
国
”
国
冥
苗
（
露
目
。
。
）
－
茜
（
い
σ
Q
勲
ω
）
．

③
。
・
ぢ
四
画
白
勲
Q
＞
客
砂
》
一
（
＜
昌
H
①
為
）
》
8
－
頭
重
誌
Φ
一
（
く
目
H
時
γ
ω
琶
叫
山
滋
⑦

　
卜
。
（
×
b
o
－
禽
ソ

④
ζ
毎
蹉
こ
（
≦
嵩
。
。
）
．

⑤
前
後
の
他
テ
キ
ス
ト
の
冨
話
。
喜
Φ
乙
。
目
Φ
。
。
9
話
の
人
数
と
比
較
す
れ
ば
、

　
そ
の
異
常
と
も
言
え
る
大
き
さ
が
実
感
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑥
た
だ
し
、
ξ
山
O
同
’
羅
O
H
甥
卜
。
と
し
て
8
β
艮
し
た
穿
－
ξ
密
①
・
σ
q
鎖
は
本
テ

　
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
8
藻
δ
で
あ
る
が
、
ご
吋
－
H
O
H
．
護
O
H
該
輔
グ
ル
ー
プ
の
真

　
中
あ
た
り
に
現
れ
る
。
し
か
し
こ
の
入
物
は
治
世
二
年
以
降
、
器
σ
q
一
の
肩
書
き

　
で
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
一
壽
肖
O
り
羅
O
H
♂
グ
ル
ー
プ

　
内
と
い
う
位
置
（
H
H
H
①
）
か
ら
、
舞
α
q
一
で
は
な
く
、
ご
“
。
－
同
O
H
．
累
H
O
H
客
卜
。
と
し
て

　
。
o
§
叶
し
た
。
こ
の
人
物
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
は
間
違
い
な
く
一
8
－
囚
q
幻
①
・

　
留
げ
q
－
げ
p
と
し
て
処
遇
さ
れ
て
い
た
。

⑦
蜜
早
ヨ
午
号
弊
仁
詮
は
く
〉
円
心
爵
。
。
（
・
＜
ω
b
。
9
率
■
謡
）
に
お
い
て
輯
》
”
．

　
↓
d
・
暴
む
と
し
て
は
国
頂
門
国
・
ζ
国
お
よ
び
二
人
の
子
供
を
伴
う
築
学
霞
亭
α
卑

　
ざ
診
の
後
に
現
れ
る
が
、
手
写
で
は
受
給
量
が
高
蝕
劇
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

　
対
し
て
く
〉
↓
瞳
一
①
（
⊥
濠
戸
率
’
ご
）
＜
H
心
で
は
破
損
し
た
く
H
押
卜
。
甲
ω
に

　
欝
＼
鼻
客
ぎ
・
自
ロ
血
甲
ぎ
詮
▼
ぶ
恥
曾
ヨ
午
臥
貫
ざ
駆
臼
旨
午
諺
一
ト
。
］
と
あ
っ
て
く
H

　
逸
る
｝
蜜
p
－
嘗
響
岩
憂
殻
臼
と
続
く
。
従
っ
て
＜
ω
卜
。
ρ
率
．
謡
の
手
写
は
誤
り

　
で
あ
っ
て
、
受
給
量
は
四
分
の
ニ
グ
ル
サ
ッ
ガ
ル
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
実
際
、
記
録
種
類
別
分
類
表
を
作
成
し
て
み
る
と
、
本
文
で
問
題
に
し
た
四
人

　
の
転
〉
男
．
円
¢
－
巨
悼
た
ち
の
空
白
の
記
録
種
類
が
異
常
な
ほ
ど
多
い
こ
と
に
気
が

　
つ
く
。
同
じ
朝
〉
円
．
6
q
白
雌
で
も
後
で
本
文
で
問
題
に
す
る
閏
卜
。
曲
国
■
家
円
の
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場
合
は
、
パ
ン
支
給
記
録
と
小
家
畜
消
費
関
係
記
録
に
姿
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑨
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
時
代
に
も
、
評
白
国
．
窓
国
と
○
Φ
昌
Φ
悼
・
砥
亭
σ
q
巴
婁
雪
国
の

　
二
入
が
9
パ
信
の
α
Q
き
㌣
〆
ご
カ
①
の
保
有
を
記
録
さ
れ
て
い
る
。
Ω
■
＜
＞
8
恥
①
N
O

　
（
ロ
＜
ω
笛
㎝
甲
属
『
．
刈
O
）
×
H
H
O
Q
－
㎝
．

⑩
国
巳
壽
’
鐙
9
σ
Q
p
。
。
餌
σ
Q
三
川
吋
函
O
同
．
護
O
蟹
爬
は
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
治
世
二
年

　
以
降
墨
α
q
坤
の
肩
書
き
を
付
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
d
憎
鉱
ξ
詔
箏

　
餌
国
目
σ
Q
賠
獣
と
違
っ
て
、
間
違
い
な
く
ξ
卜
。
・
区
¢
菊
①
－
畠
び
『
訂
に
属
す
る
。
五

　
箇
の
潅
量
水
路
工
事
記
録
や
直
営
地
の
収
穫
大
麦
の
搬
送
記
録
～
箇
（
属
節
台
闇

　
卜
⊃
）
の
他
、
儀
礼
服
支
給
記
録
に
も
現
れ
る
（
治
世
二
、
四
、
六
年
）
。
ぼ
呼
H
O
H
’

　
羅
O
H
窯
国
…
α
Q
凹
・
ぎ
ω
日
毎
ξ
・
誓
ω
・
窪
記
録
に
も
ウ
ル
ド
ゥ
ら
よ
り
も
四
〇
〇
週
日
印

　
も
前
の
第
一
8
ご
ヨ
p
に
現
れ
る
（
例
え
ば
U
℃
一
認
H
り
参
照
）
。

⑪
○
｛
■
O
℃
躍
O
臼
ρ
メ
受
給
量
は
三
六
シ
ラ
。

⑫
Ω
』
℃
＝
二
G
。
萎
．
受
給
愚
は
三
六
シ
ラ
。
六
回
目
の
侭
？
訂
で
あ
る
本
テ

　
キ
ス
ト
に
現
れ
る
と
言
う
こ
と
は
、
前
川
　
～
九
七
三
　
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

　
原
則
的
に
は
非
｝
8
－
囚
¢
契
－
鼠
げ
曾
冨
で
あ
っ
て
、
後
の
第
二
種
砥
早
鐘
の
鐙
ω
・

　
曾
7
Φ
卜
。
面
鋤
セ
ク
シ
ョ
ン
に
現
れ
る
入
物
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
二
入
の
警
高
の
う
ち
U
窄
畠
は
こ
の
ニ
テ
キ
ス
ト
以
外
に
は
全
く
現
れ
な
い

　
が
、
翼
ぎ
－
巴
淑
8
の
方
は
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
に
は
確
か
に
U
O
ω
c
Q
”
U
℃

　
卜
⊃
ω
一
の
ニ
テ
キ
ス
ト
に
し
か
現
れ
な
い
が
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
の
治
世
三
、
四
年

　
に
既
に
記
録
上
に
現
れ
、
ま
た
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治
世
に
も
、
ご
α
Q
鶏
治
世
二
年

　
か
ら
六
年
に
か
け
て
記
録
上
に
現
れ
続
け
る
。
現
れ
る
の
は
第
二
種
誇
・
び
ゅ
w
簿
曽

　
曾
げ
．
9
．
σ
q
艶
グ
ル
ー
プ
の
中
で
あ
る
が
、
肩
書
き
は
警
山
で
は
な
く
て
、
祠
》
即

　
↓
⇔
－
諺
置
に
変
わ
っ
て
い
る
。

⑭
＜
》
日
愈
δ
H
×
♪
黛
〈
〉
門
膳
露
。
。
回
×
。
。
り
P
共
に
受
給
最
は
四
分
の
一
グ

　
ル
サ
ッ
ガ
ル
ロ
三
六
シ
ラ
で
あ
る
。

⑮
ω
↓
鵠
押
0
（
¢
陣
α
q
．
①
’
Y
六
一
犀
一
ω
（
頓
一
α
Q
．
一
．
N
ご
〉
ぐ
く
〉
ω
O
O
Q
（
¢
一
α
q
・
一
．
ω
）
は
本
文

　
に
触
れ
た
通
り
、
そ
の
受
給
者
は
内
容
上
も
完
全
に
ご
呼
図
¢
幻
①
猷
筈
『
冨
の
み

　
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
テ
キ
ス
ト
自
体
の
受
給
対
象
の
指
定
も
、
明
確
に

　
一
8
顔
d
凋
①
・
賢
げ
再
審
自
Φ
（
ω
日
出
｝
α
圏
×
δ
y
筥
N
㌣
げ
p
一
¢
㌣
囚
d
幻
①
・
号
辞
・

　
げ
穿
匙
ゆ
？
ε
（
瓢
H
隊
一
ω
×
同
H
H
ω
溶
）
と
行
わ
れ
て
い
る
。
但
し
即
吟
諺
ω
①
c
。
は
該

　
当
箇
所
が
破
損
し
て
い
る
が
、
属
貯
一
ω
と
同
様
、
コ
ロ
フ
ォ
ン
に
お
い
て
受
給

　
対
象
指
示
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
断
定
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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第
二
章
　
定
期
大
麦
支
給
記
録
O
τ
悼
ω
一
に
お
け
る
一
⊆
惇
ス
⊂
刀
①
－
α
鋤
σ
『
9
層
の
受
給
量
の
問
題
性

こ
れ
ま
で
、
現
存
最
古
の
分
類
さ
れ
た
複
合
大
麦
支
給
記
録
∪
℃
N
ω
一
は
、
そ
の
前
半
部
の
恐
ら
く
8
ご
ヨ
ロ
一
か
ら
8
ぼ
臼
認
り
ま
で
に

記
載
さ
れ
た
人
々
が
ゲ
げ
p
蜘
旨
？
一
壽
自
d
渕
『
畠
σ
『
審
白
①
「
第
一
回
の
（
大
麦
）
支
給
で
あ
る
、
国
d
図
①
（
食
言
（
地
）
、
扶
養
地
、
意
訳
す
れ
ば

割
当
地
）
を
取
っ
た
（
定
め
ら
れ
た
）
人
々
で
あ
る
」
と
一
括
さ
れ
、
そ
の
後
に
記
載
さ
れ
た
人
々
へ
の
支
給
が
⑩
－
審
山
ヨ
①
「
九
回
目
の
（
大

麦
）
支
給
で
あ
る
」
と
纏
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
着
目
さ
れ
、
切
H
属
。
。
ω
ミ
（
国
』
）
↓
∪
剛
一
諭
（
国
0
・
）
の
延
長
線
上
に
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の

治
世
の
初
期
に
ご
ト
。
－
囚
q
渕
①
血
9
。
げ
『
審
と
毎
月
支
給
の
人
々
か
ら
成
る
①
曽
巨
卜
。
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
た
証
拠
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
①
曽
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鼠
“
。
組
織
の
新
た
な
る
出
発
の
表
象
と
し
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
一
年
か
ら
意
識
的
に
開
始
さ
れ
た
9
白
む
組
織
の
拡
大
と
生
産
・
労
働
・
再
配
分
組
織
と
し
て
の
再
編
に
つ

い
て
は
、
本
稿
序
章
に
お
い
て
簡
単
に
触
れ
た
大
型
諸
支
給
記
録
、
特
に
三
枚
の
治
世
～
、
三
、
六
年
の
パ
ン
支
給
記
録
を
中
心
と
し
て
大
雑

把
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
勿
論
U
℃
鱒
ω
H
の
、
定
期
大
麦
支
給
記
録
の
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
お
け
る
薪
し
い
形
態
の
出
発
点
と
し
て
の
意
義
の
大
き
さ
は
、
前
川

論
文
以
来
三
〇
余
年
を
経
た
今
日
に
お
い
て
も
い
さ
さ
か
も
減
じ
る
こ
と
は
な
い
。

　
新
し
い
①
b
。
－
巨
邸
が
、
H
8
－
囚
¢
幻
①
－
留
げ
『
審
た
ち
と
、
か
な
り
多
く
の
場
合
、
そ
の
指
揮
下
に
あ
っ
て
、
毎
月
大
麦
支
給
を
受
け
る
非
一
仁
呼

囚
⇔
葬
－
号
評
－
審
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
重
層
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
一
目
で
了
解
さ
せ
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
迫
力
は
今
日

も
色
槌
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
∪
℃
N
。
。
一
が
占
め
る
位
置
は
、
嘗
て
の
よ
う
に
独
占
的
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、
序
章
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
三
種

乃
至
四
種
の
大
型
支
給
記
録
を
比
較
考
量
の
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
相
対
的
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
よ
り
精
密
な
検
討
を
加
え

る
べ
き
対
象
と
な
っ
た
。

　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
U
℃
N
ω
｝
に
は
、
前
章
で
明
か
に
し
た
、
∪
○
ω
c
。
が
内
包
し
て
い
た
非
ぽ
曽
囚
q
口
①
－
号
訂
－
げ
二
等
の
混
在
と
い
う

問
題
性
に
も
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
、
こ
れ
迄
筆
者
自
身
も
含
め
て
ど
の
研
究
者
も
気
が
つ
か
な
か
っ
た
別
の
問
題
性
が
内
蔵
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
精
密
な
検
討
の
要
請
に
応
え
、
ま
た
新
た
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
問
題
性
の
す
さ
ま
じ
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
の
は
、
U
℃
N
。
。
一
が
各
項
部
の
冒
頭
ω
8
三
日
房
を
全
く
欠
き
、
残
存
各
項
部
下
ω
8
一
皿
只
言
に
も
欠
損
箇
所
が
多
く
、
8
一
。
喜
。
口
部
も

欠
落
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
人
名
・
職
名
の
記
載
そ
れ
自
体
は
た
い
へ
ん
几
帳
面
で
、
　
騨
留
θ
餌
で
は
得
ら
れ
な
い
細
部
の
情
報
を
与

え
て
く
れ
る
非
常
に
上
質
の
史
料
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
｝
に
重
要
な
の
は
U
勺
卜
。
○
。
一
に
は
、
推
測
人
名
を
含
め
て
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
五
年
と
推
定
さ
れ
る
羊
毛
支
給
記
録
∪
勺
一
癖
に
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①

現
れ
た
申
堅
層
の
人
々
の
う
ち
実
に
一
四
人
が
一
8
－
囚
d
園
①
－
紆
評
－
げ
甲
量
①
部
分
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
エ
ン
エ

ン
タ
ル
ジ
治
世
五
年
に
拡
大
し
て
成
立
し
た
①
卜
。
白
献
の
組
織
を
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
妃
バ
ル
ナ
ム
タ
ル
ラ
の
①
卜
。
－
津
献
組
織
が
大
勢
に
お

い
て
継
承
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
第
二
に
他
方
で
、
U
勺
N
。
。
一
に
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
治
世
一
年
、
二
年
に
新
た
に
①
曽
巨
卜
。
組
織
に
編
入
さ
れ
た
ξ
－
囚
q
園
①
－
号
訂
－
訂
が
含

ま
れ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
ご
b
。
－
囚
d
国
①
－
畠
げ
『
げ
甲
ヨ
Φ
と
出
嫁
さ
れ
た
人
々
の
う
ち
冒
頭
の
ω
8
罫
謹
書
が
全
く
欠
落
し
、
残
存

8
ぎ
日
8
に
も
欠
損
部
が
多
い
∪
勺
N
ω
一
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
H
8
自
¢
幻
9
細
評
－
訂
一
六
人
覚
器
一
四
人
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
入

っ
て
か
ら
補
充
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
順
序
に
従
っ
て
挙
げ
て
い
く
と
、
い
虹
α
q
寧
甲
甲
α
q
茜
÷
p
憎

毒
－
ω
一
を
仁
α
q
巳
p
と
し
て
姿
を
見
せ
る
幻
9
ご
σ
q
巴
の
一
六
人
に
加
う
る
に
、
料
理
人
の
》
日
鐸
σ
q
鉱
山
㌦
〔
＜
＝
ご
①
、
］
、
L
8
－
H
O
り
筈
O
H
♂

の
ω
Φ
鰍
み
霞
（
＜
H
　
一
〇
．
　
一
①
、
　
　
　
　
　
｝
）
、
消
失
部
分
に
現
れ
て
い
た
と
断
定
し
う
る
d
乙
壽
》
O
巴
ゆ
み
員
ピ
償
σ
q
9
一
葺
。
ω
－
密
の
窪
α
q
寧
鉱
凶
暮
三
人
（
＜
目

O
H
－
O
ω
）
旧
門
番
轄
曾
。
。
の
蜜
σ
q
卜
。
－
α
甲
犀
賛
毒
鋤
（
＜
畷
眺
）
、
恐
ら
く
国
亭
巴
か
H
刈
白
昼
と
推
定
し
う
る
一
人
の
陶
工
ぴ
聾
p
躍
（
＜
目
①
、
）
、
憂
く
H
H
H

8
一
β
日
⇒
の
残
存
部
冒
頭
の
霊
－
臥
面
白
①
「
果
樹
栽
培
責
任
者
た
ち
」
の
前
に
補
足
さ
れ
る
べ
き
四
人
の
津
－
犀
獣
①
の
う
ち
国
“
。
涛
ξ
お
よ
び

q
H
－
賦
の
二
人
一
粉
濃
き
困
算
Φ
謹
の
い
¢
α
q
群
①
b
。
－
畠
（
＜
日
典
㎝
．
）
　
d
巴
－
3
σ
q
一
出
日
戸
－
澄
ω
以
下
計
四
人
の
「
大
河
（
、
大
水
路
）
の
漁
夫
」
砥
¢
－

帽
》
寺
白
魯
（
＜
H
H
H
①
、
歯
．
）
一
の
計
～
四
人
置
合
計
三
〇
人
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
人
々
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
先
述
の
、
U
℃
“
⊃
ω
一
に
お
い
て
ξ
鈎
¢
園
①
血
p
訂
8
餌
自
Φ
と
一
括
さ
れ
た
人
々
に
つ
い
て
の
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
時
代
最
後
の
年
の
羊
毛

支
給
記
録
U
勺
6
伊
か
ら
の
継
続
の
明
ら
か
な
　
四
人
と
、
今
述
べ
た
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
新
規
補
充
三
〇
人
の
確
認
は
、

序
章
に
お
い
て
行
っ
て
き
た
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
～
、
二
年
に
お
け
る
妃
を
首
長
と
す
る
Φ
呼
鼠
卜
・
組
織
の
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
五
年

に
拡
大
さ
れ
た
組
織
の
継
承
と
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
一
、
二
年
に
お
け
る
明
確
な
生
産
鮭
労
働
、
再
配
分
組
織
と
し
て
の
意
識
的
な
再
編
・

拡
大
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
や
や
孤
立
し
た
早
い
時
期
で
の
割
当
地
保
有
者
へ
の
一
回
目
の
大
麦
支
給
と
そ
の
他
の
社
会
層
へ
の
九

回
目
の
大
麦
支
給
を
明
確
に
区
分
し
つ
つ
一
つ
の
支
給
記
録
と
し
て
合
体
さ
せ
た
∪
剛
卜
。
ω
一
は
、
新
し
い
エ
・
ミ
の
重
層
構
造
を
ル
ガ
ル
ア

20　（642）
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ン
ダ
治
世
早
々
に
一
枚
の
定
期
大
麦
支
給
の
形
式
の
中
に
、
今
日
に
伝
え
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
大
型
の
諸
支
給
記
録
と
は
別
種
の
意

義
を
今
日
も
有
し
て
い
る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
U
℃
邸
ω
｝
に
は
、
上
述
の
如
く
三
〇
余
年
前
に
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
我
々
の
研
究
視
野
に
入
っ
て
来
た
時
に
は
思
い
も
か
け
な
か
っ

た
問
題
性
が
内
臓
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
の
解
明
こ
そ
が
本
章
の
主
要
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。

　
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
問
題
性
と
言
う
の
は
、
割
当
地
保
有
者
た
ち
冨
曽
囚
d
カ
9
禦
げ
『
訂
白
Φ
と
一
括
さ
れ
て
他
の
社
会
層
と
は
区
別
さ

れ
た
人
々
の
中
に
、
テ
キ
ス
ト
後
半
部
に
お
い
て
九
回
目
の
大
麦
支
給
を
受
け
取
っ
た
女
奴
隷
（
一
部
は
家
並
を
含
む
か
も
知
れ
な
い
）
σ
q
Φ
ヨ
Φ
“
・

と
同
じ
、
成
年
と
し
て
は
最
低
量
の
ざ
料
σ
Q
琴
鶏
σ
q
－
α
q
巴
b
。
目
一
Q
・
ω
嵩
鋤
ω
し
か
受
け
取
っ
て
い
な
い
者
が
何
人
も
居
る
と
い
う
事
実
に
か
か
わ
る
。

　
テ
キ
ス
ト
を
最
初
か
ら
見
て
行
く
時
、
残
存
部
分
で
先
ず
最
初
に
出
会
う
一
八
シ
ラ
受
給
の
ご
上
図
d
幻
①
－
α
筈
町
冨
は
、
鋤
σ
q
鋤
ω
－
易
吋
（
字
義

通
り
に
は
「
王
冠
に
従
う
（
者
）
」
）
の
ピ
q
σ
q
巴
－
呂
ω
阜
甲
σ
q
心
象
（
＜
ω
、
輩
．
）
で
あ
る
。
こ
の
人
物
の
後
に
p
σ
q
四
ω
毒
ω
b
。
ー
ヨ
Φ
と
複
数
形
で
肩
書
が
付
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
p
σ
q
餌
ω
歳
詔
は
複
数
男
数
が
本
来
記
録
さ
れ
て
い
た
訳
で
、
直
前
の
［
～
呂
鋤
ヨ
白
雨
出
Φ
卜
。
の
前
に
、
ゆ
H
客
。
。
ω
ミ

以
来
の
記
録
来
歴
を
誇
り
、
特
に
∪
勺
一
り
0
に
お
い
て
既
に
妃
デ
ィ
ム
・
ト
ゥ
ル
を
首
長
と
す
る
組
織
内
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な

》
客
げ
銑
し
。
妙
σ
Q
認
－
器
b
。
を
補
う
こ
と
は
合
理
的
と
言
え
る
で
あ
う
。
こ
の
二
人
の
餌
α
q
p
ら
。
－
霧
鱒
の
受
給
量
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
。

　
次
に
く
⑩
．
乙
諒
鼠
舞
α
q
準
鶏
α
q
－
σ
q
甚
）
篇
芝
一
　
－
σ
q
ぎ
－
旨
－
一
8
自
信
を
採
り
挙
げ
る
。
こ
の
人
物
は
一
壽
－
H
O
H
’
茗
H
O
H
署
卜
。
の
範
曙
に
属
す
る
が
、
ル

ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
二
年
以
降
は
現
代
的
な
解
釈
で
は
つ
臼
ω
o
馨
Φ
臨
御
昆
巳
ω
霞
銭
｛
に
属
す
る
器
鐸
飢
（
使
者
、
使
節
）
の
肩
書
で
呼
ば
れ
る
こ

と
が
多
い
。
こ
の
人
物
は
早
く
も
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
三
年
の
妃
の
組
織
の
定
期
大
麦
支
給
記
録
U
℃
一
一
〇
H
H
卜
。
に
肩
書
無
し
に
で
は
あ

る
が
、
心
。
。
ω
蕾
ω
の
大
麦
の
受
給
者
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
た
。
同
治
世
五
年
と
推
定
さ
れ
る
羊
毛
支
給
記
録
∪
勺
お
㎝
＜
H
昌
。
。
、
に
も
一
三
－

H
O
H
’
署
H
O
毫
卜
。
と
し
て
四
マ
ナ
の
羊
毛
を
受
給
し
て
い
た
。
こ
の
同
じ
2
ぎ
嬉
躍
あ
q
－
一
8
白
信
が
U
℃
N
窪
く
り
”
に
お
い
て
は
ゲ
メ
た
ち
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

同
じ
一
。
。
ω
一
♂
ω
し
か
受
け
取
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
人
物
は
、
亀
卜
水
路
工
事
記
録
や
直
営
地
の
収
穫
穀
物
の
搬
送
な
ど
の
集
団
労
働
に
加
わ
る
と
同
時
に
、
旨
穿
巴
と
し
て
儀
礼
服
の

2ユ （643）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

支
給
に
も
与
っ
て
い
た
。
ま
た
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
以
降
の
第
一
種
誇
ウ
p
で
は
ω
①
ω
一
一
鋤
ω
の
大
麦
支
給
を
受
け
て
い
た
。

　
縣
室
『
σ
q
ご
－
ω
『
ぽ
ト
。
－
B
仁
の
前
の
匹
黙
ぎ
－
α
q
ご
－
窪
－
霞
－
目
¢
（
U
℃
b
。
ω
働
く
。
。
．
）
、
後
に
続
く
ω
9
σ
q
あ
㌣
需
“
。
－
ω
¢
（
＜
δ
、
）
”
U
餌
ヨ
十
重
σ
q
ワ
ヨ
仁
（
く
H
一
．
）

ら
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
、
特
に
U
勺
一
り
α
以
来
の
文
書
経
歴
を
共
に
す
る
純
粋
建
“
。
自
O
H
．
累
H
O
H
署
卜
。
も
ま
た
一
〇
。
の
陣
冨
ω
の
受
給
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

　
全
く
同
じ
状
況
が
く
H
ω
δ
∵
ざ
心
累
9
目
－
号
β
ω
澄
膳
価
》
白
雨
み
辞
ざ
継
国
ロ
ー
器
“
。
出
口
－
爵
凶
σ
q
卜
。
の
三
人
目
料
理
人
貸
出
毘
聖
日
に
も
当
て
は
ま

る
。
申
で
も
網
》
益
p
点
は
訪
日
0
鰹
（
＜
9
ご
お
よ
び
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
こ
σ
q
巴
治
世
二
、
三
年
の
H
似
？
訂
に
お
い
て
は
お
ω
蕾
ω
の
大

麦
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
∪
℃
卜
⊃
ω
一
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
治
世
の
鰍
Φ
－
審
の
実
に
四
分
の
一
し
か
受
給
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
上
記
の
℃
9
。
。
o
自
Φ
一
士
巨
巳
ω
自
讐
一
｛
や
℃
9
。
。
o
自
①
H
匹
。
日
Φ
ω
瓜
ρ
器
の
範
疇
に
属
す
る
人
々
ば
か
り
で
な
く
、
ビ
ー
ル
醸
造
人
ご
鱒
－
げ
巷
豆
同

の
中
で
β
σ
q
巳
9
格
の
》
B
p
H
－
σ
q
民
書
証
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
H
ω
－
ξ
－
げ
Φ
①
出
帥
の
受
給
量
も
一
。
。
。
。
亡
し
。
に
過
ぎ
な
い
（
＜
H
メ
δ
、
）
Q
》
ヨ
鋤
国
－

σq一

]
8
ご
配
下
の
、
名
も
記
さ
れ
な
い
三
人
の
ビ
ー
ル
醸
造
人
も
同
様
で
あ
る
（
＜
H
c
。
ド
δ
、
）
。

　
筆
者
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
衝
撃
的
で
あ
っ
た
の
は
、
①
“
。
－
昆
卜
。
組
織
の
耕
地
経
営
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
儀
礼
服
の
支
給
も
受
け

る
、
平
の
魯
α
q
獅
H
由
－
α
q
昏
の
b
d
曇
霞
重
日
餌
白
蝉
ば
か
り
で
な
く
、
魯
σ
q
寧
苓
σ
q
匪
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
¢
や
畠
田
ま
で
が
H
。
。
ω
蕾
ω
の
支
給
し
か

受
け
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
（
＜
H
同
一
．
－
ω
、
．
O
h
×
く
國
H
G
Q
一
心
）
。
魯
α
q
貴
た
ち
六
人
は
き
○
ミ
日
な
が
ら
幻
日
O
黛
に
お
い
て
は
夫
々
鳶

ω
貯
ω
の
大
麦
を
受
給
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
菊
円
○
㎝
白
く
H
【
N
］
”
ω
）
。
d
各
号
ヨ
と
じ
d
養
霞
督
白
玉
日
鋤
の
二
人
の
零
σ
q
費
は
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル

ジ
時
代
以
来
小
作
料
の
徴
収
に
か
か
わ
っ
て
い
た
し
、
＊
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
一
年
に
は
¢
同
－
号
ヨ
が
精
げ
費
ω
の
、
b
d
9
霞
引
目
p
白
。
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

綴
㊦
ω
ω
涛
信
の
σ
q
騨
謹
－
囚
d
国
①
－
犀
憎
》
の
保
有
を
記
録
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
何
れ
に
せ
よ
冨
卜
。
－
内
d
菊
①
－
量
げ
轡
訂
の
中
で
も
比
較
的
上
層
に
属
し
、
小
作
地
経
営
の
要
の
位
置
に
居
た
①
出
σ
q
費
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
が

αQ

ｳ
日
Φ
b
。
た
ち
と
同
じ
一
。
。
ω
一
『
ω
し
か
受
給
し
て
い
な
い
と
い
う
事
態
も
異
常
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　
上
に
言
及
し
た
以
外
に
、
門
番
～
人
（
＜
同
H
鼻
、
）
、
ざ
毎
践
p
（
小
家
畜
の
飼
育
者
）
の
竃
午
巳
－
舞
－
α
Q
窄
臼
①
（
＜
H
口
吻
）
、
大
河
の
漁
夫
誇
釦
》
－
午
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ヨ
昌
四
人
（
ノ
㍉
H
同
H
①
．
I
G
Q
．
）
が
一
。
。
ω
一
『
ω
を
受
給
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
第
七
。
。
ご
ヨ
⇔
の
冒
頭
の
破
損
部
分
に
名
前
を
記
録
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
三
人
の
①
昌
α
q
費
左
－
α
q
旨
、
即
ち
q
㍗
象
？
O
鎮
卑

θ
ξ
ピ
β
α
q
9
｝
ー
ヨ
霧
－
撃
も
、
一
八
シ
ラ
受
給
者
に
数
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
∪
℃
邸
ω
一
の
残
存
部
及
び
復
原
可
能
で
あ
る
箇
所
に
、
実
に
二
三
人
も
の
ご
曽
図
d
園
①
－
号
夏
－
訂
が
一
八
シ
ラ
し
か
受
け
取
っ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
一
八
シ
ラ
と
い
う
受
給
量
が
尋
常
な
ら
ざ
る
少
な
さ
で
あ
る
こ
と
は
、
σ
q
Φ
日
Φ
卜
。
た
ち
と
同
量
で
あ
る
と
い
う
同
一
タ
ブ
レ
ッ
ト
内
で

の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
、
U
勺
鳴
ω
一
の
前
年
の
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
　
年
の
、
前
章
に
お
い
て
検
討
し
た
「
バ
ウ
の

祭
の
労
働
チ
ー
ム
（
へ
）
の
エ
ン
マ
i
麦
支
給
」
記
録
U
O
ω
○
。
と
の
対
比
も
ま
た
、
冨
卜
。
自
¢
園
①
乱
翼
下
－
鍔
の
～
八
シ
ラ
の
受
給
の
異
常
さ
を

証
明
し
て
く
れ
る
。

　
そ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
U
℃
器
一
に
お
い
て
一
八
シ
ラ
し
か
受
給
し
な
か
っ
た
H
壽
－
囚
Q
知
⑱
畠
∫
－
冨
の
多
く
が
、
U
O
ω
。
。
に
お

い
て
二
四
シ
ラ
の
エ
ン
マ
ー
麦
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
定
期
大
麦
受
給
量
の
方
が
年
に
一
度
の
バ
ウ
の
祭
の
際
の
エ
ン

マ
ー
麦
受
給
量
よ
り
も
少
な
い
と
い
う
事
態
も
ま
た
異
常
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　
H
謹
－
H
O
H
・
だ
H
O
H
オ
N
の
匙
察
ロ
ー
α
q
ぼ
あ
阜
霞
白
～
ω
鋤
σ
q
あ
早
降
9
－
ω
戸
u
p
白
－
岳
昌
σ
q
一
学
ヨ
∬
ω
β
穿
鋤
の
仙
密
昌
－
σ
q
昌
あ
巳
8
白
β
、
料
理
人
の
咳
p
学

量
P
劇
跨
－
臼
p
－
文
園
ゆ
－
器
曽
白
装
冨
山
σ
q
b
。
ら
が
前
年
の
エ
ン
マ
ー
麦
支
給
二
四
シ
ラ
、
九
ヶ
月
後
の
定
期
大
麦
支
給
一
八
シ
ラ
を
記
録
さ
れ
た

人
々
で
あ
る
。
小
家
畜
飼
育
者
の
竃
β
嵐
β
餌
－
σ
q
鋤
（
白
Φ
）
犀
ξ
厳
薮
（
譲
国
O
ω
駐
）
に
限
っ
て
は
、
エ
ン
マ
i
麦
支
給
も
O
℃
節
G
。
画
く
H
H
α
、
に
お

け
る
鰍
①
8
鋤
支
給
も
一
八
シ
ラ
で
あ
っ
た
（
∪
○
ω
O
Q
＜
H
目
H
c
Q
”
り
）
。

　
U
℃
卜
。
ω
一
に
お
い
て
は
一
8
麟
d
カ
①
－
号
び
『
げ
p
た
ち
の
最
も
普
通
の
大
麦
受
給
量
は
四
分
の
一
グ
ル
サ
ッ
ガ
ル
⊥
二
六
シ
ラ
で
あ
っ
た
。
ル

ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
初
現
存
最
古
の
第
～
肖
似
Φ
－
冨
園
↓
○
綬
に
お
い
て
は
最
も
普
通
の
一
8
－
囚
d
幻
①
－
号
訂
－
冨
の
大
麦
受
給
量
は
二
分
の

一
グ
ル
サ
ッ
ガ
ル
・
七
ニ
シ
ラ
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
集
団
的
労
働
力
の
中
核
で
あ
る
円
d
－
ご
σ
q
巴
「
王
の
捧
げ
ら
れ
た
者
」
た
ち
の
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場
合
で
あ
っ
て
、
U
剛
N
G
。
一
に
お
い
て
は
男
q
－
一
郎
σ
q
p
W
日
Φ
の
括
り
の
部
分
は
破
損
し
て
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
二

年
の
似
①
－
審
N
息
－
訂
記
録
U
d
H
客
。
。
ω
ミ
（
H
卜
。
）
や
既
に
Φ
b
。
白
躍
組
織
に
編
入
さ
れ
て
い
た
同
治
世
五
年
と
推
定
さ
れ
る
羊
毛
支
給
記
録
∪
℃

一
Φ
0
（
≦
＝
一
．
）
以
来
、
園
9
ご
σ
q
巴
た
ち
の
償
σ
q
缶
簿
で
あ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
ビ
¢
ヨ
白
㌣
鐙
ω
み
鋤
ヨ
に
率
い
ら
れ
る
｝
八
人
、
β
σ
q
巳
9
の
人
名
部

が
欠
け
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
ピ
詳
σ
q
群
p
（
牛
α
q
茜
笛
÷
巳
－
目
血
）
に
率
い
ら
れ
た
一
六
人
、
及
び
∪
℃
N
ω
一
に
し
か
現
れ
な
い
U
夷
楽

日
午
澄
G
。
－
σ
鉱
に
率
い
ら
れ
る
六
人
、
計
四
〇
人
が
何
れ
も
三
六
シ
ラ
の
受
給
を
記
録
さ
れ
て
い
た
（
U
℃
b
。
し
。
凹
く
㎝
、
血
一
、
］
参
照
）
。
償
α
q
巳
鎖
の
人

名
は
完
全
に
い
れ
変
わ
っ
て
い
る
が
、
菊
6
0
課
冒
頭
部
で
は
三
チ
ー
ム
三
五
人
の
国
d
－
ご
α
q
鋤
た
ち
が
七
型
シ
ラ
の
大
麦
を
受
給
し
て
い
た
。

　
ビ
ー
ル
醸
造
人
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
諺
ヨ
9
学
σ
q
注
岳
翫
（
同
前
史
料
く
H
り
、
し
O
、
）
、
管
理
者
層
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
書
記
象
ワ
し
。
践
の
鼠
。
鰺

母
ω
u
》
ポ
甲
島
劫
9
依
出
Φ
卜
。
の
～
二
人
（
同
前
く
H
一
H
、
山
駆
、
）
、
家
畜
の
中
で
も
特
に
重
要
視
さ
れ
た
牛
の
飼
育
の
中
心
的
担
い
手
¢
讐
9
。
の
〉
客
澄
墜

ヨ
嬬
（
同
所
く
目
刈
、
”
。
。
、
）
、
豚
飼
い
の
責
任
者
ω
甘
p
詠
昌
b
。
の
ピ
郎
σ
q
p
H
も
甲
Φ
ω
（
同
所
く
臼
卜
。
、
論
、
）
も
一
鳶
“
ω
①
ω
一
一
p
ω
の
受
給
を
記
録
さ
れ
て
い
た
。

　
幸
い
に
し
て
残
存
し
た
合
計
1
1
鰍
ロ
ー
巳
σ
q
一
8
欄
に
は
三
六
シ
ラ
受
給
の
男
性
数
が
五
六
人
と
記
録
さ
れ
て
い
る
（
同
所
×
＜
弱
し
。
）
が
、
そ
の
う

ち
残
存
部
の
一
8
自
φ
園
曾
号
辞
き
騨
が
五
二
人
を
占
め
て
お
り
、
主
立
っ
た
一
8
鼠
d
知
『
号
訂
－
審
層
の
多
く
が
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。

「
合
計
」
で
は
七
巡
シ
ラ
受
給
者
が
九
人
と
記
録
さ
れ
て
い
る
（
同
所
×
≦
口
）
。
恐
ら
く
こ
の
人
達
は
破
損
し
た
冒
頭
部
に
記
録
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
な
お
警
－
巳
σ
q
川
藻
中
の
潔
置
b
。
一
＼
蒔
ざ
祭
×
＜
H
H
卜
。
）
の
二
四
人
の
か
な
り
の
部
分
を
、
後
の
第
二
種
鰍
①
－
審
の
冒
頭
で
受
給
す
る
不
自
由
身

分
の
一
σ
q
一
出
阜
穿
。
。
－
σ
q
糠
が
占
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
之
を
要
す
る
に
U
℃
じ
。
ω
一
は
実
際
の
誇
と
鎖
支
給
記
録
に
お
い
て
一
8
－
図
¢
幻
①
己
筈
曽
げ
餌
薬
を
最
初
に
措
定
し
た
記
録
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
三
、
四
年
の
妃
の
小
宮
廷
組
織
の
大
麦
支
給
記
録
中
の
そ
れ
と
推
定
さ
れ
る
人
々
や
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年

お
よ
び
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治
世
の
整
っ
た
第
一
種
誇
－
げ
鋤
支
給
記
録
に
比
し
て
H
8
－
図
d
囲
①
－
留
夏
－
σ
Φ
た
ち
の
受
給
量
が
か
な
り
低
く
、
最
も

多
く
の
一
8
－
囚
q
渕
曾
留
げ
『
訂
の
受
給
旦
里
が
三
六
シ
ラ
で
あ
っ
て
、
前
後
の
時
代
と
比
較
し
て
全
体
的
に
ほ
ぼ
半
分
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
上
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述
の
如
く
普
通
の
σ
Q
①
日
2
た
ち
と
同
じ
一
八
シ
ラ
の
受
給
者
が
一
ξ
－
囚
φ
円
①
－
議
題
－
訂
の
中
に
二
三
人
、
三
六
シ
ラ
受
給
者
が
五
二
人
も
確

認
さ
れ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
三
、
四
年
や
図
司
○
課
以
降
の
様
な
、
一
種
と
二
、
三
種
似
？
げ
鋤
と
の
間
の
確

然
た
る
格
差
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
翻
っ
て
非
冨
い
。
貞
d
幻
曾
号
謀
－
9
の
方
か
ら
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
残
念
な
が
ら
後
の
第
二
種
似
？
審
に
お
い
て
受
給
す
る

果
樹
園
労
働
者
（
喧
－
毒
血
¢
c
・
血
終
曾
ω
山
－
ざ
㎝
）
、
運
搬
人
（
忌
）
、
「
王
宮
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
（
真
）
中
に
）
」
鐙
ω
－
含
げ
－
8
－
α
q
巴
、
及
び
「
タ
ブ
レ

ッ
ト
の
（
真
）
中
で
、
個
々
に
」
冨
ω
－
曾
げ
－
象
留
目
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
々
は
破
損
部
と
重
な
る
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
中
々
検
出
し
難

く
、
か
つ
大
麦
受
給
量
ま
で
確
認
し
う
る
人
物
は
極
め
て
少
数
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
丹
念
に
検
討
し
て
い
く
と
幾
つ
か
の
事
実
を
拾
い
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
第
一
回
目
の
支
給
で
あ
る
、
図
q
男
①
を
受
け
取
っ
た
人
々
で
あ
る
」
ゲ
審
山
ヨ
？
ご
ト
。
－
丙
d
幻
①
－
爵
げ
『
げ
Q
－
旨
Φ
（
H
×
一
、
）
の
直
後
に
現
れ
る

く
し
・
。
謡
軽
国
占
卜
－
①
一
一
一
ω
－
臼
。
。
み
薮
（
H
×
ト
っ
．
G
。
、
　
　
り
）
（
小
門
の
門
番
（
？
）
）
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
九
回
目
の
第
二
種
似
①
－
臨
く
》
日
明
爵
。
。
×
一
三

に
姿
を
現
す
N
心
ω
一
望
ω
国
－
け
穿
①
一
ご
：
…
・
」
し
。
－
曾
。
。
－
ヨ
①
を
想
起
さ
せ
、
鐙
ω
己
仁
げ
－
山
凱
に
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
い
う
職

種
・
身
分
の
入
物
に
一
8
－
囚
q
園
業
事
訂
－
訂
の
中
で
も
多
い
方
の
三
六
シ
ラ
を
超
え
る
四
八
シ
ラ
の
大
麦
を
支
給
す
る
と
い
う
感
覚
が
ル
ガ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ア
ン
ダ
治
世
六
年
以
降
と
は
異
質
で
あ
る
。

　
続
い
て
現
れ
る
非
｝
8
－
内
d
国
璽
簸
∬
－
冨
の
、
人
名
を
伴
わ
な
い
一
人
の
ω
冒
轟
（
鍛
冶
屋
）
は
三
六
シ
ラ
を
受
給
し
て
い
る
（
H
×
膳
、
）
。
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

世
六
年
の
第
二
種
豚
Φ
き
p
で
は
一
人
の
ω
喜
仁
σ
q
が
二
四
シ
ラ
し
か
受
給
し
て
い
な
い
の
に
。

　
後
の
第
二
種
依
Φ
－
げ
p
に
現
れ
る
職
種
の
人
々
の
中
で
最
も
問
題
に
な
る
の
は
、
冒
頭
に
現
れ
る
果
樹
園
労
働
者
唖
出
牢
曾
。
。
の
受
給
量
と
人

数
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
時
代
の
治
世
三
、
四
年
の
妃
を
首
長
と
す
る
組
織
の
定
期
大
麦
支
給
記
録
に
は
五
人
の
陣
σ
q
一
－
冒
－
曾
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
四
八
シ
ラ
を
受
給
し
て
お
り
、
そ
の
監
督
と
し
て
甲
寧
Φ
＝
の
名
が
記
録
さ
れ
て
い
た
。

　
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
5
年
と
推
定
さ
れ
る
エ
・
ミ
組
織
の
羊
毛
支
給
記
録
U
℃
一
り
0
に
は
、
三
マ
ナ
を
支
給
さ
れ
た
二
人
の
霊
－
憲
詳
”
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劇
》
－
㍗
合
一
血
～
o
と
国
み
卑
Φ
一
一
の
名
が
明
記
さ
れ
る
が
、
一
σ
q
一
出
亭
曾
。
。
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
が
期
待
さ
れ
る
後
半
部
は
完
全
に
欠
如
し
て
い
る

の
で
、
彼
ら
の
配
下
の
茜
ぎ
亭
留
。
。
た
ち
の
人
数
や
受
給
量
は
分
か
ら
な
い
。

　
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
前
半
の
平
田
甲
曾
。
。
た
ち
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
監
督
者
の
⇔
午
臨
H
討
四
人
の
人
名
と
共
に
、
治
世
一
年
と
三

年
の
パ
ン
支
給
記
録
が
教
え
て
く
れ
る
。
三
一
出
午
象
。
。
の
人
数
は
治
世
一
年
が
四
チ
ー
ム
で
二
二
人
、
治
世
三
年
忌
同
じ
け
午
開
業
①
四
人
の
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

下
の
四
チ
ー
ム
で
二
〇
人
で
あ
る
。

　
O
℃
昏
。
ω
一
の
8
ぎ
匿
ロ
H
×
か
ら
o
O
駐
日
降
図
に
か
け
て
の
か
な
り
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
ど
の
よ
う
に
帥
σ
q
帥
出
午
臼
。
。
た
ち
の
記
録
が
配
置
さ
れ
た

か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
8
冨
ヨ
欝
×
の
残
存
部
に
一
σ
q
一
出
塁
曾
。
。
た
ち
に
関
す
る
貴
重
な
記
事
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
∪
勺
鉢
。
。
。
一
×
卜
。
、

か
ら
膳
”
に
か
け
て
の
記
述
か
ら
は
、
一
人
の
斗
出
亭
臼
。
。
－
σ
q
旅
が
（
人
名
部
破
損
）
一
＼
㌔
溢
軽
グ
ル
サ
ッ
ガ
ル
即
ち
四
八
シ
ラ
の
大
麦
を
受
給
し

た
こ
と
が
判
明
す
る
し
、
ま
た
人
名
と
受
給
量
の
一
部
が
残
存
し
た
×
ω
げ
眺
は
、
そ
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
を
考
慮
に
入
れ
る
と
一
》
鳴
愈
】
N
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

［
白
鼻
値
出
午
曾
。
。
嗜
［
砿
ー
ヨ
①
】
と
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　
H
壽
－
囚
d
刃
①
－
畠
げ
野
げ
鋤
た
ち
の
受
給
量
が
∪
℃
N
。
。
一
に
お
い
て
大
幅
に
減
じ
、
最
低
ラ
ン
ク
の
者
は
ゲ
メ
た
ち
と
同
じ
一
八
シ
ラ
ま
で
減
じ

た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
妃
の
世
帯
に
と
っ
て
貴
重
な
専
門
的
果
樹
園
労
働
者
た
る
陣
σ
q
一
－
建
－
象
。
。
嬉
似
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ

治
世
三
、
四
年
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
、
さ
ら
に
は
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
Φ
霧
置
治
世
年
か
ら
建
α
q
鶏
治
世
五
年
ま
で
と
少
し
も
変
わ
ら

ず
、
∪
℃
卜
。
。
。
一
に
お
い
て
も
四
八
シ
ラ
の
受
給
量
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
後
の
第
三
種
澄
－
訂
を
構
成
す
る
σ
q
Φ
ヨ
9
と
子
供
た
ち
に
関
し
て
は
、
∪
勺
N
ω
一
の
。
o
ご
ヨ
⇒
×
H
に
一
部
の
苓
蝕
匹
と
子
供
た
ち
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

。
。
ご
臼
口
×
目
に
粉
黛
き
た
ち
が
、
。
。
ピ
日
⇒
×
H
＜
に
は
糸
紡
ぎ
女
犀
一
面
虞
が
、
。
。
ご
ヨ
ロ
×
＜
を
中
心
に
豚
飼
い
女
た
ち
と
子
供
た
ち
が
、
記

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
定
出
来
る
。
σ
q
Φ
日
8
た
ち
の
大
麦
受
給
量
は
一
貫
し
て
…
八
シ
ラ
で
あ
る
。
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
以
降
は
、

αq

ｳ
目
①
卜
。
た
ち
に
も
二
四
シ
ラ
の
受
給
者
と
一
八
シ
ラ
の
受
給
者
が
現
れ
る
に
至
る
が
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
二
年
時
点
で
は
、
エ
ン
エ
ン
タ

ル
ジ
治
世
三
、
四
年
同
様
、
σ
q
Φ
津
Φ
“
。
は
一
八
シ
ラ
、
子
供
は
一
人
シ
ラ
と
ひ
と
し
な
み
で
あ
っ
た
。
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以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
∪
℃
N
ω
一
に
お
い
て
寓
b
。
－
囚
φ
菊
藻
q
魯
『
ぴ
p
の
誇
－
げ
p
量
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
以
降
に
比
し
て
明
か
に
か

な
り
低
い
水
準
へ
と
く
践
Φ
受
を
拡
げ
、
最
大
多
数
の
五
二
人
が
三
六
シ
ラ
、
二
一
二
人
が
σ
q
Φ
白
8
と
同
じ
一
八
シ
ラ
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
て
い

た
の
に
対
し
、
後
の
第
二
種
澄
－
訂
の
冒
頭
部
に
現
れ
る
主
要
果
樹
園
労
働
力
の
憩
室
午
曾
。
。
に
四
八
シ
ラ
を
受
給
す
る
者
が
少
な
く
と
も
あ

る
程
度
存
在
し
、
ま
た
鐙
ω
－
曾
げ
－
岳
象
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
門
番
の
甲
寧
Φ
＝
が
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
の
一
　
枚
の

第
2
種
依
？
訂
の
同
じ
鐙
曽
脅
7
紐
砧
躍
グ
ル
ー
プ
中
の
門
番
た
ち
が
、
一
人
が
三
六
シ
ラ
、
残
り
の
八
人
が
二
四
シ
ラ
し
か
受
給
し
て
い
な

い
の
に
対
し
て
、
四
八
シ
ラ
を
受
給
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
ご
曽
図
d
国
老
号
び
『
げ
p
た
ち
よ
り
唖
出
午
曾
。
。

や
鐙
ω
－
曾
げ
－
象
臣
グ
ル
ー
プ
の
人
々
が
よ
り
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
禁
じ
え
な
い
。
α
q
Φ
日
8
た
ち
も
ギ
リ
ギ
リ
の
低
水
準
で
こ
れ

以
上
引
き
下
げ
難
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
兎
に
角
一
八
シ
ラ
の
基
準
は
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
こ
の
様
な
一
8
－
園
d
図
曾
畠
『
－
匿
に
対
す
る
支
給
量
の
極
端
な
低
水
準
化
は
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
初
年
に
当
た
っ
て
の
Φ
卜
。
白
一
ト
。
組
織
の

生
産
1
1
労
働
・
再
配
分
組
織
へ
の
転
換
・
拡
大
が
、
ご
呼
国
⇔
菊
①
－
留
げ
曽
訂
層
の
犠
牲
に
お
い
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
換
言
す
れ
ば
エ
ン
シ
妃
バ
ル
ナ
ム
タ
ル
ラ
に
は
、
拡
大
①
N
－
日
ぎ
が
一
つ
の
公
的
組
織
の
性
格
を
新
た
に
帯
び
、
そ
れ
を
一
壽
麟
d
幻
①
－
簸
げ
嘗

審
層
が
支
、
凡
て
い
る
と
い
う
内
的
構
造
に
対
す
る
理
解
乃
至
超
ヨ
℃
鵯
ξ
が
欠
け
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
妃
お
よ
び
そ
の
周
辺
に

は
依
然
と
し
て
、
妃
の
組
織
が
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
治
世
三
、
四
年
ま
で
の
消
費
的
宮
廷
組
織
で
あ
っ
た
時
代
の
意
識
が
存
続
し
、
新
た
に
半
ば

公
的
組
織
の
一
翼
を
荷
う
こ
と
に
な
っ
た
拡
大
Φ
卜
。
瞬
ぎ
の
経
営
が
、
首
長
で
あ
る
妃
の
意
の
ま
ま
に
な
る
も
の
と
錯
覚
し
て
、
｝
σ
Q
菌
－
巨
－
母
。
。
－

σq

f
や
幽
し
。
－
曾
ぴ
－
岳
象
グ
ル
ー
プ
の
人
々
が
重
視
さ
れ
、
ぽ
ト
。
－
囚
d
男
①
－
留
げ
『
訂
を
犠
牲
と
し
て
、
旧
来
か
ら
の
妃
周
辺
の
人
々
の
大
麦
受
給

水
準
の
維
持
が
図
ら
れ
た
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
措
置
が
、
公
的
集
団
労
働
を
負
担
す
る
広
範
な
職
種
に
亙
る
一
8
－
国
d
幻
璽
鼠
詳
－
げ
鋤
層
を
社
会
の
中
核
と
し
て
維
持
し

続
け
て
き
た
都
市
国
家
時
代
最
末
期
ラ
ガ
シ
ュ
の
伝
統
的
な
社
会
体
制
の
根
幹
を
、
本
来
私
的
な
エ
ン
シ
妃
の
組
織
と
い
う
二
次
的
な
組
織
の

中
に
お
い
て
お
こ
っ
た
こ
と
と
は
言
え
、
破
壊
し
か
ね
な
い
底
の
深
刻
な
定
期
大
麦
支
給
体
系
の
歪
み
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
歪
み
は
間
も
な
く
修
正
さ
れ
、
遅
く
と
も
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
に
は
一
8
自
d
関
①
－
留
げ
『
審
層
尊
重
の
大
麦
支
給
体
系

が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
軌
道
修
正
に
は
エ
ン
シ
及
び
そ
の
周
辺
の
圧
力
と
財
政
支
援
が
関
与
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ

如
・　

ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
は
そ
の
治
世
一
年
の
N
一
N
卜
。
－
訂
－
国
胃
国
宕
b
。
（
耳
ω
Y
目
㌦
じ
d
甲
d
“
。
－
冨
一
U
O
ω
。
。
を
除
い
て
、
他
に
大
型
の
エ
ン
マ
i
麦
支

給
記
録
の
現
物
は
存
在
し
な
い
。
他
方
定
期
大
麦
支
給
記
録
は
、
こ
れ
ま
で
行
文
中
に
屡
々
言
及
し
た
よ
う
に
そ
の
治
世
六
年
に
分
離
・
独
立
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し
た
三
種
の
豚
Φ
－
ぴ
¢
支
給
記
録
が
整
い
、
治
世
二
年
と
推
定
さ
れ
た
合
体
定
期
大
麦
支
給
記
録
U
℃
卜
。
ω
一
に
お
い
て
露
呈
し
た
ご
と
き
、
一
8
－

図
d
切
①
－
号
び
曽
げ
p
た
ち
の
受
給
量
の
極
端
な
低
下
の
現
象
は
最
早
起
こ
ら
ず
、
大
麦
支
給
体
系
は
本
来
の
姿
を
取
り
戻
し
て
い
た
。

　
そ
れ
な
ら
ば
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
Φ
b
。
白
月
組
織
は
そ
の
治
世
の
後
半
に
は
、
信
σ
q
巳
p
－
幻
q
－
冨
α
q
鶏
や
轟
巳
9
出
σ
q
＆
－
尊
邸
た
ち
に
対
し
て
、

ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
時
代
と
変
わ
ら
な
い
態
度
で
臨
ん
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
最
後
に
此
の
問
題
に
つ
い
て
［
補
筆
］

と
し
て
検
討
し
た
い
。

①
念
の
た
め
に
U
勺
卜
。
鎗
に
現
れ
る
順
序
に
従
っ
て
挙
げ
て
お
く
。
U
自
ヨ
白
卑

　
鐙
ω
－
富
ヨ
（
信
σ
q
巳
卑
園
ご
－
ご
σ
q
鎖
｝
Y
［
〉
渚
と
叫
匹
ω
】
p
ゆ
α
Q
8
毒
超
り
ぴ
¢
α
q
既
凶
げ
曽
凶
・
σ
q
巴
－
島

　
鋤
σ
Q
四
ω
自
獣
彦
ぎ
σ
6
5
自
－
雫
建
（
ξ
・
H
9
．
固
O
H
♂
）
　
母
国
亀
H
卜
。
伽
ω
艮
8
白
β

　
（
ξ
呼
H
O
H
．
瓢
H
O
H
翼
卜
。
噂
寄
『
搾
巴
ご
ω
帥
α
q
あ
口
白
①
“
⊃
・
鈴
（
一
8
－
團
O
同
．
賭
H
O
H
翼
卜
。
￥
U
9
ヨ
ー

　
畠
ぎ
α
q
沖
H
白
虐
（
罫
呼
同
O
H
・
属
H
O
H
累
卜
。
Y
9
譲
血
帥
ω
噛
》
■
げ
巨
象
棚
9
ω
－
器
吋
の
三
人
の

　
鎚
昏
，
。
。
9
コ
∪
画
一
〇
α
で
は
四
α
q
お
と
詔
で
あ
っ
た
が
U
℃
卜
。
ω
一
で
は
魯
α
q
舘
と
し

　
て
姿
を
現
し
た
に
違
い
な
い
2
人
の
。
⇒
α
q
僧
朗
O
巴
勲
み
霞
と
ピ
¢
α
q
Q
一
白
器
－
ω
三
U
℃

　
一
り
0
で
は
巴
窓
の
肩
書
き
で
現
れ
た
が
、
U
℃
軸
G
。
一
で
は
肩
書
き
無
し
で
、
そ

　
し
て
実
際
に
は
犀
直
証
辞
と
し
て
の
活
動
を
始
め
て
い
た
ζ
午
斗
出
甲
α
Q
甲
ヨ
P

　
そ
し
て
最
後
に
U
℃
笛
。
。
一
で
は
人
名
部
が
破
損
し
て
い
る
が
間
違
い
な
く
記
録

　
さ
れ
た
に
違
い
な
い
言
・
鉱
円
討
の
国
－
寧
①
洋
の
一
四
入
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
O
℃
δ
G
同
に
お
い
て
補
足
し
た
ケ
ー
ス
を
明
記
し
て
お
く
。
そ
れ
は

　
U
℃
一
り
O
o
o
ピ
＜
同
H
H
の
冒
頭
の
残
存
ケ
ー
ス
一
“
心
。
＞
・
σ
卑
島
㍗
署
H
．
囚
》
ω
曾
げ
－

　
し
・
三
白
㊦
の
前
に
≦
ロ
一
．
篇
為
。
鼠
縁
鉱
餌
ω
】
㌔
．
ロ
為
。
別
置
μ
①
巴
を
補
っ
て
、
一
、
”

　
舎
》
・
ぴ
？
傷
や
蜜
．
閑
〉
ω
は
≦
娼
○
。
、
と
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

②
U
℃
卜
・
ω
H
＜
曾
ざ
㌔
蜜
亭
α
q
ξ
．
。
。
巳
β
笛
白
蔭
の
後
、
δ
．
喫
漣
ω
p
α
q
－
㊦
　
－
器
呼

　
ω
∬
一
一
．
ざ
劇
∪
節
学
繰
ロ
α
q
㌣
弘
仁
と
続
い
た
後
、
欠
損
部
に
入
る
。
恐
ら
く
少
な
く

　
と
も
も
う
｝
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
冨
、
（
～
）
［
ご
ト
・
蔵
○
同
．
蜜
○
回
目
呼
ヨ
Φ
］
な
る
括
り

　
が
伏
せ
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
山
客
陣
㌣
α
q
詳
・
ω
午
ご
曽
ヨ
償
は
N
齢
呼
げ
甲

　
甑
H
ω
－
嵩
U
O
ω
G
。
に
も
肩
書
無
し
な
が
ら
ご
呼
H
O
H
．
累
H
O
H
冨
悼
グ
ル
ー
プ
の
問
に

　
現
れ
て
ト
。
蒔
ω
出
p
ω
の
エ
ン
マ
i
麦
を
受
け
取
っ
て
い
る
（
】
）
O
ω
o
Q
回
H
H
嵩
）
。

　
N
5
・
審
よ
り
も
澄
・
ぴ
p
の
方
が
少
な
い
と
い
う
事
態
を
異
常
と
呼
ば
ず
し
て
何

　
と
言
う
の
か
。
こ
の
人
物
は
儀
礼
服
支
給
記
U
勺
肖
り
鱒
（
｛
＜
♪
し
日
）
（
い
』
）
に
も

　
現
れ
て
い
る
。



シュメール都市国家ラガシュ最末期の支配者ルガルアンダ治壁のエ・ミ文書に表われた問題現象について　（LLg；本）

③
偶
蜜
『
α
q
ぎ
お
に
ム
8
§
信
ω
β
尊
巴
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
以
降
受
け
取

　
る
同
罪
？
げ
鱒
は
原
則
的
に
、
一
月
過
て
く
轟
α
q
串
ω
四
σ
q
－
σ
q
p
直
凸
①
珍
一
お
に
と
ど
ま

　
っ
て
い
る
。
但
し
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
Φ
岩
雌
治
世
に
は
一
＼
心
ざ
㌔
O
心
。
・
二
鋤
ω
を

　
受
け
取
っ
て
い
る
（
ω
8
閏
一
①
＜
H
刈
「
Q
Q
）
。
こ
の
人
物
の
α
q
Q
壽
－
囚
q
国
①
の
面
積

　
も
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
エ
ン
シ
治
世
、
お
よ
び
冨
彊
二
年
の
三
個
の
記
録
を
通

　
じ
て
二
節
鐸
に
止
ま
っ
て
い
る
（
G
り
8
田
一
ω
。
。
＜
c
。
り
9
ω
↓
自
一
心
O
く
H
譲
ρ
刈
　

　
〈
〉
↓
膳
①
沁
q
（
ロ
＜
ω
鳴
㎝
り
累
ド
刈
O
）
＜
同
H
一
♪
δ
）
。

④
客
員
念
囲
く
P
回
P
一
（
げ
壽
）
9
血
冨
旦
Φ
・
σ
Q
貴
H
回
心
一
（
①
ω
㊦
。
・
）
ω
（
節
信
）

　
切
信
N
霞
蒔
ヨ
二
巴
⇔
（
き
葺
『
y
客
一
犀
禽
の
治
世
一
年
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
治
世
一

　
年
で
あ
る
こ
と
は
、
α
Q
碧
呼
囚
¢
幻
①
・
鉱
出
「
潅
瀧
さ
れ
た
耕
地
の
割
当
地
」
の
配

　
分
実
施
者
で
あ
る
匿
・
げ
叱
罵
ω
が
働
盛
霞
で
あ
る
こ
と
の
他
に
、
第
一
8
軍
ヨ
”

　
に
現
れ
る
醇
σ
q
巳
轟
轟
q
山
¢
α
q
巴
と
推
定
さ
れ
る
人
名
の
中
に
ピ
仁
α
q
巴
－
帥
（
－
？
α
q
‘
σ
q
曽

　
甲
巳
き
午
ω
じ
ゃ
国
呼
ヨ
①
（
●
冨
ヨ
呼
ω
β
ω
）
な
ど
（
一
G
。
甲
α
）
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
｝

　
年
以
降
初
め
て
テ
キ
ス
ト
に
姿
を
現
す
人
物
が
幾
人
か
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

　
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

⑤
因
み
に
第
二
種
砥
甲
訂
〈
〉
↓
お
鴨
。
。
の
鐙
⊆
。
－
曾
げ
・
象
象
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い

　
て
門
番
と
し
て
受
給
す
る
の
は
全
部
で
九
人
、
～
番
目
の
も
。
①
巴
お
》
日
帥
議
①
冨

　
を
除
い
て
残
り
の
八
人
は
、
閃
み
甲
ρ
一
を
含
め
て
凡
て
二
四
シ
ラ
を
受
け
取
っ
て

　
い
る
。

⑥
＜
》
日
ま
ト
。
c
。
H
×
α
よ
　
藩
㌔
田
亀
躍
｝
卜
。
●
黛
と
ω
ぎ
償
σ
Q
（
じ
①
＼
り
）
．
〈
〉
↓
魔
δ

　
（
U
■
①
＼
ご
で
は
。
・
ぎ
β
α
q
の
字
は
読
め
る
が
、
受
給
量
と
人
名
の
書
か
れ
た
ケ
…

　
ス
（
囲
×
一
）
は
破
損
し
て
い
る
。

⑦
U
℃
＝
二
回
同
ω
ム
（
国
．
ミ
9
　
α
一
撃
言
・
曾
。
。
く
㌔
曹
』
℃
コ
O
（
国
．
c
。
＼
匿
）

　
の
該
当
箇
所
H
＜
一
〇
は
破
損
し
て
い
る
が
、
続
く
＜
一
に
は
軋
み
甲
Φ
＝
の
名
前

　
が
遺
っ
て
お
り
、
U
℃
H
一
〇
一
く
一
〇
に
0
戯
7
p
¢
・
島
。
。
を
補
う
こ
と
に
は
何
の
問

　
題
も
な
い
と
考
え
る
。
国
み
卑
Φ
一
一
は
器
㌶
α
q
で
は
な
く
⇒
午
軽
四
δ
の
蓋
然
性
が
極

　
め
て
高
い
こ
と
、
ま
た
団
・
寧
Φ
＝
が
U
℃
一
一
ρ
一
一
一
で
は
自
ら
の
受
給
を
記
録

　
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
、
等
も
含
め
て
、
山
本
　
這
O
ρ
ミ
馬
⑩
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑧
Ω
■
＜
＞
8
濠
語
中
浅
口
同
＝
ご
労
日
O
⊂
・
b
。
く
無
く
H
メ
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世

　
一
、
一
二
年
の
パ
ン
支
給
記
録
＜
》
↓
心
霊
駆
お
よ
び
幻
日
O
α
b
。
に
お
い
て
斜
や
匿
－

　
曾
。
。
た
ち
の
監
督
者
と
し
て
現
れ
る
p
午
目
零
は
国
譲
ざ
ひ
〉
客
亭
ー
ヨ
5
d
7
紅
”

　
国
み
甲
9
一
の
四
人
。
な
お
治
世
一
年
の
エ
ン
マ
ー
麦
支
給
記
録
U
O
6
0
0
。
に
は
こ

　
の
四
人
に
閃
早
家
ω
群
獣
を
加
え
た
五
人
の
ロ
午
鉦
鼻
が
記
録
さ
れ
て
い
た

　
（
U
O
ω
。
。
v
H
×
？
一
〇
参
照
）
Q

⑨
N
帥
ω
白
三
α
Q
～
午
曾
。
。
は
U
℃
卜
。
ω
一
に
も
う
一
度
現
れ
る
。
U
℃
邸
巽
×
＜
H

　
マ
命
一
［
叩
×
】
－
鐙
曾
σ
Q
勉
N
N
8
・
ヨ
β
謝
α
q
竪
冒
ム
o
c
。
・
号
ボ
白
丁
≒
N
鋤
ω
曲
目
磁
や
口
午

　
曾
。
。
は
∪
℃
器
一
に
お
い
て
少
な
く
と
も
｝
人
の
配
下
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
。

　
恐
ら
く
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
二
年
に
お
け
る
N
＆
白
骨
α
q
写
亭
畠
。
。
は
ウ
ル
イ
ニ

　
ム
ギ
ナ
の
エ
ン
シ
治
世
、
冨
σ
Q
巴
治
世
｝
年
及
び
二
年
に
幾
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
に

　
現
れ
る
”
亭
賦
「
討
格
の
N
四
ω
－
旨
属
の
前
身
で
あ
ろ
う
。
○
｛
．
U
勺
δ
刈
く
軽
（
d
φ

　
一
∀
U
勺
一
〇
〇
＜
ω
（
q
9
一
一
ソ
ニ
専
一
c
o
一
9
H
H
ト
つ
（
¢
■
一
．
一
y
O
℃
一
一
Q
Q
H
嵩
朗
b
O

　
（
¢
．
一
．
N
＼
Q
g
ソ

⑩
U
℃
卜
。
2
×
以
残
存
部
前
半
に
記
載
さ
れ
て
い
る
お
。
・
蕾
ω
受
給
者
た
ち
が
粉

　
隈
き
女
α
q
Φ
ヨ
①
卜
。
－
篤
些
細
で
あ
る
こ
と
は
、
治
世
六
年
の
第
三
種
似
？
訂
表
↓
ω
〉

　
一
〇
の
記
載
か
ら
推
定
さ
れ
る
が
、
他
方
×
H
H
心
、
に
現
れ
る
、
自
ら
は
受
給
し
な

　
い
d
門
も
8
が
実
は
こ
ト
・
－
麟
C
幻
曾
紆
評
－
訂
の
ビ
ー
ル
醸
造
人
で
あ
る
事
実
に
よ

　
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　
　
d
『
－
腰
卜
。
ぼ
呼
げ
昌
豆
同
は
U
℃
ト
コ
G
。
一
く
剛
。
。
．
山
O
．
一
ω
ご
吋
ざ
傘
く
鼻
》
ヨ
餌
7

　
α
q
謀
傷
㌦
」
8
－
ぴ
巷
営
で
ヨ
Φ
な
る
記
述
中
の
碧
。
土
語
の
三
人
の
中
に
含
ま
れ
て

　
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
前
半
に
は
一
8
訣
q
カ
9

　
号
げ
引
句
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
は
、
三
飼
の
？
曾
も
。
画
記
録
（
U
嘉
事
卜
⊃
出
メ
H
H
國

　
ご
U
℃
爵
ω
H
＜
伊
ゴ
U
℃
①
心
窃
H
O
”
目
｝
）
な
ど
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
監
督

　
さ
れ
る
σ
q
Φ
B
㊦
卜
。
と
監
督
者
で
あ
る
ぼ
b
。
・
げ
勲
河
畔
の
澄
・
σ
卿
量
が
同
～
と
言
う
問

　
題
現
象
の
一
例
で
あ
る
。

（651）29



⑪
本
文
の
推
定
は
、
閃
α
δ
。
。
に
記
録
さ
れ
て
い
る
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年

　
に
お
け
る
ω
一
Φ
O
⑳
自
・
＄
σ
q
・
σ
Q
巴
悼
余
り
も
の
大
量
の
大
麦
を
、
エ
ン
シ
が
ニ
ン
ギ

　
ル
ス
神
所
属
の
人
々
へ
の
第
二
種
・
第
三
種
定
期
大
麦
支
給
誇
・
審
及
び
必
要
大

　
麦
支
出
豚
①
・
σ
q
碧
と
し
て
、
エ
・
ミ
か
ら
支
出
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
逆
推
し
て

行
っ
た
（
山
本
　
一
蓋
ρ
一
〇
山
G
。
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
支
給
・
支
出
名
称
は
嵌
？
＄

澄
σ
6
費
σ
q
Φ
ヨ
Φ
呼
量
諺
自
［
お
出
。
緊
午
曾
。
。
鐙
ω
鶴
沼
。
象
巳
島
島
亭
α
q
5
■
旨
豪
餌
で
あ
る

（
男
σ
一
①
Q
◎
H
卜
σ
∴
同
一
）
。

30　（652）

補
習
　
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
Φ
鴨
∋
骨
組
織
所
属
の
ウ
グ
う
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
小
家
畜
の
貢
納
負
担

　
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
一
、
二
年
の
u
O
ω
。
。
”
U
℃
b
。
ω
一
に
見
ら
れ
た
問
題
性
は
、
前
章
の
最
後
に
触
れ
た
よ
う
に
治
世
六
年
の
三
種
の
大
麦

支
給
記
録
に
お
い
て
は
～
応
解
決
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
新
た
に
⑦
“
。
白
む
組
織
に
入
っ
て
き
た
β
σ
q
巳
9
菊
d
－
ご
σ
q
鉱
を
筆
頭
と
す
る
β
σ
q
巳
9
層

に
対
し
て
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
時
代
に
も
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治
世
に
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
追
加
貢
租
や
追
加
課
役
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の

8
白
置
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
仁
σ
q
巳
p
た
ち
に
よ
る
小
家
畜
の
貢
納
問
題
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
れ
は
こ
の
種
の
記
録
が
、
史
料
の
数
は
四
箇
と
少
数
な
が
ら
、
何
れ
も
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

妃
へ
の
ウ
グ
う
た
ち
に
よ
る
、
ヤ
ギ
を
主
と
す
る
貢
納
ヨ
簿
濡
鼠
出
－
甲
β
α
q
織
工
津
が
こ
の
治
世
時
代
の
ウ
グ
う
た
ち
の
負
担
増
を
明
証
す
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
∪
勺
N
ω
一
に
見
ら
れ
た
一
8
－
閑
φ
菊
①
－
号
ぴ
『
訂
に
対
す
る
伝
統
的
尊
重
姿
勢
を
無
視
す
る
態
度
と
相
通
じ
る
も
の
で
、
彼

ら
を
私
的
世
帯
の
下
に
あ
っ
て
、
権
力
の
行
使
に
対
す
る
公
的
制
約
を
受
け
な
い
所
属
民
と
見
て
、
取
れ
る
物
は
要
求
す
る
と
い
う
接
し
方
の

表
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
四
個
の
賢
路
－
母
血
－
鋤
点
σ
q
巳
甲
器
記
録
蟹
節
一
刈
ω
（
］
ド
ト
⊇
）
“
國
）
勺
Q
Q
刈
（
回
じ
．
㎝
）
v
国
α
①
O
（
じ
9
Ψ
密
犀
一
。
。
一
（
じ
①
）
の
内
容
を
仔
細
に
検
討
し
て
み

る
と
、
償
σ
q
巳
弾
た
ち
が
供
出
し
た
の
は
殆
ん
ど
が
雄
ヤ
ギ
日
脚
で
あ
っ
て
、
母
羊
仁
。
。
は
一
例
の
み
、
供
出
者
の
ウ
グ
う
た
ち
と
し
て
は
、

ω
縁
自
卜
。
－
畠
5
9
国
卜
。
－
日
①
山
ゆ
日
卜
。
－
撃
？
H
巳
学
旨
旨
出
9
－
N
一
と
云
う
三
人
の
螺
σ
q
巳
甲
幻
d
－
闘
σ
q
巴
石
σ
q
巳
9
－
鋤
σ
q
鎖
。
。
出
生
の
》
字
ぴ
注
ω
、
加
う
る
に
9
－

彫
心
以
下
五
人
の
Φ
ロ
α
q
錠
－
写
σ
q
昏
、
母
（
或
い
は
雌
）
ロ
バ
の
牧
者
ω
首
p
》
ζ
》
・
O
》
客
⑩
》
の
国
づ
紳
ξ
が
毎
回
の
よ
う
に
姿
を
現
し
て
い

　
　
　
　
　
①

る
の
が
目
立
つ
。
人
数
は
一
〇
人
か
ら
一
二
人
で
あ
る
。
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特
に
似
Φ
螂
－
ご
曽
象
一
〇
及
び
国
卜
。
曲
Φ
－
剴
ヨ
ト
。
－
。
。
8
の
二
人
は
、
エ
ン
マ
三
斜
支
給
記
録
U
O
ω
G
。
及
び
殉
日
○
課
（
第
一
種
砿
①
－
冨
）
に
も
、
ま
た

パ
ン
支
給
記
録
や
儀
礼
服
支
給
記
録
に
も
一
貫
し
て
途
切
れ
る
こ
と
な
く
現
れ
る
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
の
集
団
労
働
力
の
中
心
労
d
－
ご
σ
q
巴

チ
ー
ム
の
基
幹
部
分
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
、
時
に
ω
p
σ
q
－
碧
賦
と
し
て
登
場
す
る
H
聖
旨
白
甲
器
卜
。
鼠
が
加
わ
れ
ば
、
よ
り
厳
密
な

意
味
で
の
エ
・
ミ
の
公
的
集
団
労
働
力
の
中
核
を
形
成
す
る
園
d
－
冨
α
q
巴
の
中
心
三
チ
ー
ム
の
餌
σ
Q
巳
⇔
が
揃
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
三
人
の

轟
巳
p
が
B
簿
似
－
逸
出
－
p
－
冨
テ
キ
ス
ト
に
、
累
蔚
霜
ω
（
じ
ト
。
）
の
H
巳
p
－
B
p
出
Φ
呼
隠
を
例
外
と
し
て
一
度
も
欠
け
る
こ
と
な
く
記
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
こ
の
目
線
－
畠
比
山
貢
納
が
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
エ
・
ミ
の
一
壽
自
d
園
①
添
書
『
ぴ
騨
の
本
来
的
構
成
要
素
の
一
た
る
幻
α
－

ご
α
q
巴
の
ウ
グ
う
た
ち
に
賦
課
さ
れ
た
義
務
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
同
じ
こ
と
は
遅
く
と
も
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
二
年
に
諸
テ
キ
ス
ト
上
に
出
揃
う
、
小
作
地
経
営
な
ど
に
責
任
を
持
つ
五
人
の
Φ
昌
σ
q
霞
（
－
写

αq

驕
j
た
ち
、
φ
学
畠
P
O
鉱
p
－
葺
お
ピ
信
σ
q
ゆ
一
ー
ヨ
鋤
ω
－
ω
誤
d
云
誤
？
b
d
9
貰
軽
白
塗
日
Q
に
も
当
て
嵌
る
で
あ
ろ
う
。

　
信
σ
q
巳
学
園
9
ご
σ
q
巴
た
ち
に
関
し
て
、
こ
の
四
箇
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
現
象
は
、
巳
亀
甲
げ
餌
テ
キ
ス
ト
や
日
d
O
呼

日
9
9
日
d
O
卜
。
．
↓
》
Ω
－
島
ω
テ
キ
ス
ト
に
は
現
れ
る
が
、
∪
○
ω
Q
。
や
第
～
種
似
？
げ
餌
に
は
現
れ
な
い
d
肘
回
，
㎝
．
ω
染
込
↓
－
偏
P
国
》
．
囚
♪
q
卜
。
．
α
卜
。
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

三
人
の
償
σ
q
巳
p
弟
d
－
ご
α
q
巴
が
決
し
て
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
筆
者
は
①
卜
。
§
置
組
織
内
の
庫
σ
q
巳
p
た
ち
が
、
こ
の
組
織
の
長
で
あ
る
エ
ン
シ
妃
に
雄
ヤ
ギ
ー
亡
羊
β
。
。
の
ケ
ー
ス
が
一
例
だ
け
あ
る
ー
ー

を
届
け
出
る
と
い
う
こ
の
慣
行
化
さ
れ
た
強
制
的
貢
納
は
、
現
存
記
録
に
見
る
限
り
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
二
年
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
治
世
年
間

を
以
て
終
わ
っ
た
と
断
ず
べ
き
だ
と
考
え
る
。
従
っ
て
こ
の
慣
行
を
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
時
代
や
、
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
時
代
の
バ
ウ
神
を
名
目
上

の
首
長
と
す
る
組
織
に
ま
で
一
般
化
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
こ
こ
で
臼
器
乱
p
出
山
全
般
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
概
観
し
て
お
こ
う
。
団
・
図
。
ω
魯
σ
Q
舞
魯
が
探
究
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
鶯
譲
－
号
嵐
山

に
は
山
羊
、
羊
な
ど
の
贈
り
物
、
捧
げ
物
一
祝
祭
や
神
々
に
関
係
の
あ
る
場
合
も
、
な
い
場
合
も
あ
る
一
と
し
て
の
側
面
と
、
公
課
・
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

租
と
し
て
の
性
格
が
強
い
場
合
の
双
方
が
確
か
に
存
在
し
た
。
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し
か
し
、
ζ
困
。
ω
窪
α
q
周
8
昌
一
り
①
O
が
、
こ
の
岳
譲
嵐
餌
出
山
と
い
う
表
現
が
臼
①
ま
に
お
い
て
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
、
ウ

ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
三
代
に
亙
る
Φ
卜
。
－
σ
q
巴
「
王
宮
」
も
し
く
は
大
神
殿
の
会
計
記
録
の
中
で
、
留
σ
q
9
騨
2
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る

の
は
、
誤
り
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
何
故
な
ら
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
時
代
に
は
組
織
的
な
日
9
墜
号
出
出
記
録
は
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
こ
の
種
の
記
録
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
を

質
量
と
も
に
頂
点
と
し
て
お
り
、
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
寓
σ
Q
毘
治
世
四
年
ま
で
細
々
と
続
い
て
は
い
た
が
、
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治
世
に
は
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

早
バ
ウ
の
組
織
の
記
録
中
に
は
支
配
者
自
身
へ
の
、
前
代
に
は
大
規
模
で
あ
っ
た
B
p
鰺
紆
－
阜
動
記
録
は
ま
っ
た
く
出
現
し
な
く
な
っ
た
し
、

支
配
野
営
へ
の
組
織
的
な
冨
鋤
墜
留
守
p
記
録
も
、
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
ピ
σ
q
旺
治
世
一
年
の
、
＝
人
の
サ
ン
か
た
ち
か
ら
の
ヨ
9
鰺
号
出
町

ω
碧
σ
q
ゆ
あ
き
σ
q
甲
器
（
＜
目
｝
卜
⊃
　
　
　
　
｝
）
記
録
で
あ
る
∪
℃
。
・
邸
の
み
が
出
土
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
細
々
と
続
い
た
津
9
。
似
－
紆
良
山
記
録
が
同
治
世
四

年
の
二
項
、
計
一
四
頭
の
羊
・
ヤ
ギ
の
ヨ
p
鰺
畠
出
蜘
を
含
む
小
家
畜
の
検
閲
記
録
U
℃
c
。
G
。
と
、
一
項
一
頭
ず
つ
計
四
頭
の
牝
牛
ゆ
ぼ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ヨ
譲
己
餌
比
山
記
録
く
》
日
膳
謡
G
。
（
d
・
一
・
・
ど
を
以
て
終
わ
り
を
つ
げ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
概
観
か
ら
、
組
織
的
・
制
度
的
ヨ
譲
－
号
－
準
p
は
す
ぐ
れ
て
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
的
現
象
で
あ
っ
た
。
届
け
ら
れ
た
羊
・
ヤ
ギ
な
ど

を
肥
育
の
た
め
に
主
と
し
て
管
理
し
た
の
が
、
巨
涛
澄
p
「
小
家
畜
肥
育
責
任
者
」
の
国
㌣
ざ
。
。
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
事
に
関
す
る
国
印
－
犀
ξ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ざ
毎
践
Φ
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
数
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
み
で
三
四
箇
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
犀
霞
鼠
号
職
は
第
一
種
砿
甲
議
事
か
ら
、
ウ
ル

イ
ニ
ム
ギ
ナ
の
寓
σ
Q
艶
治
世
二
年
を
以
て
消
え
去
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
多
数
の
小
家
畜
確
保
と
羊
毛
勢
毛
権
の
集
中
・
独
占
は
、
役
畜
と
し
て
の
、
他
に
換
え
難
い
農
業
生
産
上
の
重
要
性
を
も
有
す
る

大
家
畜
の
飼
育
と
そ
の
支
配
者
へ
の
集
中
管
理
と
共
に
、
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
国
家
に
と
っ
て
、
穀
物
・
野
菜
・
果
樹
な
ど
の
農
業
生
産
と
並
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
、
国
家
の
経
営
を
支
え
る
車
の
両
輪
の
ご
と
き
存
在
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
だ
け
に
ナ
ン
シ
ェ
神
の
組
織
の
有
力
者
た
ち
や
ω
鎚
σ
q
㌦
属
鶏
誇
を
初
め
と
す
る
他
の
様
々
な
神
々
を
首
長
と
す
る
組
織
の
サ
ン
ガ
や

有
力
者
た
ち
、
ま
た
エ
ン
シ
直
属
組
織
や
①
“
。
馨
む
組
織
の
高
位
者
た
ち
か
ら
の
、
小
家
畜
の
ヨ
線
－
号
比
山
の
、
エ
ン
シ
と
妃
へ
の
流
入
を
背
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景
に
、
妃
の
組
織
の
配
下
の
ウ
グ
う
た
ち
に
、
ヤ
ギ
や
羊
の
貢
納
を
追
加
負
担
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

そ
れ
程
過
酷
な
要
求
に
は
見
え
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
結
果
と
し
て
こ
の
貢
納
は
、
葦
苅
り
労
役
と
共
に
、
ウ
グ
う
た
ち
に
と
っ

て
こ
の
支
配
者
、
こ
の
妃
の
治
世
を
特
徴
づ
け
る
追
加
負
担
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

シュメール都市国家ラガシュ最末期の支醜者ルガルアンダ治世のエ・ミ文書に表われた問題現象について　（山本）

①
い
ち
い
ち
列
挙
は
し
な
い
が
、
全
員
Φ
卜
。
ー
ヨ
む
組
織
所
属
の
ξ
・
囚
d
菊
曾
号
評
－

　
審
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

②
砂
①
巴
8
乱
ξ
？
迎
自
①
．
ポ
ξ
－
。
。
β
ω
仏
巳
姦
淫
卑
器
“
。
鼠
グ
ル
ー
プ
と
O
㍗
象
。
ω

　
ω
興
『
－
匹
ρ
図
〉
■
閤
♪
¢
呼
d
N
グ
ル
ー
プ
と
の
処
遇
の
違
い
に
つ
い
て
は
別
稿
に

　
お
い
て
詳
述
す
る
。

③
国
呼
導
Φ
－
『
爵
・
鈴
ω
¢
σ
q
縞
馬
－
菊
9
ぎ
σ
q
と
の
賭
涛
ミ
ω
H
9
目
心
（
賢
邸
）
の
記

　
事
を
参
照
。

④
Ω
勇
。
。
・
霧
q
q
幾
Φ
p
6
①
ρ
薯
漏
ω
山
ω
．

⑤
国
器
導
輿
臥
の
治
世
三
年
と
推
定
さ
れ
る
累
節
ミ
鼻
は
確
か
に
四
部
分
か
ら
成

　
る
一
種
の
公
課
記
録
と
見
ら
れ
、
最
後
の
部
分
に
は
、
轟
く
轟
舅
器
－
澄
。
。
ヨ
亭
p
卑
苓
ゆ

　
門
貢
租
と
し
て
（
男
奴
隷
た
ち
を
）
連
れ
て
き
た
」
と
雷
う
表
現
も
出
現
す
る
が
、

　
定
型
的
・
組
織
的
ヨ
撒
・
詠
－
亭
曽
記
録
と
は
言
い
難
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
但
し

　
護
囚
一
置
の
冒
頭
部
分
H
サ
①
」
郎
亀
¢
島
梓
P
笛
①
ヨ
鋤
砥
u
。
。
一
峯
♂
謹
面
費
？

　
鼻
q
学
曾
①
謬
信
奉
ら
Φ
ω
①
げ
甲
莚
笛
「
一
二
頭
の
雄
羊
、
六
頭
の
雄
ヤ
ギ
、
　
【
頭
の
若

　
い
雌
ヤ
ギ
（
計
一
九
頭
）
を
牧
者
ウ
ル
ド
ゥ
が
連
れ
去
っ
た
嚥
と
い
う
部
分
は
、

　
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
の
治
世
二
年
以
降
で
は
お
そ
ら
く
ヨ
黒
酢
詠
出
・
p
と
し
て
～
括
さ

　
れ
る
、
貢
租
・
贈
与
に
由
来
す
る
小
家
畜
の
肥
育
を
、
妃
の
組
織
内
に
組
み
入
れ

　
ら
れ
て
い
た
か
、
或
い
は
契
約
関
係
に
あ
っ
た
牧
者
に
委
ね
た
記
録
で
あ
ろ
う
。

⑥
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
エ
ン
シ
へ
の
大
規
模
慧
砿
－
畠
・
亭
9
記
録
と
し
て
は

　
U
℃
O
⑩
（
り
．
ω
y
頃
α
一
㎝
⑩
（
じ
』
）
》
及
び
閃
α
ミ
O
（
い
．
ら
の
三
箇
が
際
立
っ
て
い

　
る
。

　
　
妃
バ
ル
ナ
ム
タ
ル
ラ
へ
の
ヨ
壕
－
畠
・
阜
簿
記
録
と
し
て
は
男
σ
嵩
㊤
（
U
．
ω
）
と

　
U
℃
悼
O
①
（
r
㎝
）
が
目
立
つ
。

⑦
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
ご
α
q
巴
治
世
二
年
の
門
ω
》
重
留
蒔
竃
①
は
内
容
上
は
支
配

　
者
妃
へ
の
ヨ
四
豚
－
診
・
亭
。
・
ω
碧
α
q
卜
し
・
蝉
p
σ
q
三
塁
に
相
当
す
る
が
、
ヨ
Φ
堅
田
甘
心
の
ま

　
と
め
は
な
く
、
「
バ
ウ
神
の
祭
り
に
シ
ャ
シ
ャ
に
対
し
て
、
Φ
㌣
α
Q
巴
に
届
け
た
扁

　
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
円
も
。
》
腿
は
一
〇
項
、
蜜
『
置
①
は
一
～
項
か
ら
成
る
。

⑧
穿
－
ざ
G
。
ζ
三
践
9
に
つ
い
て
は
準
備
中
の
別
論
文
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
で

　
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
人
物
は
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治
世
の
エ
ン
シ
年
の
～
箇
と
ル
ガ

　
ル
治
世
二
年
の
二
箇
の
第
｝
種
沿
－
σ
帥
を
最
後
と
し
て
消
滅
す
る
こ
と
を
付
雷
し

　
て
お
こ
う
。

⑨
但
し
、
大
家
畜
の
中
で
も
特
に
中
の
飼
育
の
中
心
的
役
割
を
担
う
§
8
の
処

　
遇
は
家
畜
飼
育
関
係
者
の
中
で
も
際
立
っ
て
お
り
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
儀
礼

　
服
等
の
支
給
記
録
に
治
世
一
　
年
と
四
年
に
四
人
、
治
世
六
年
に
五
人
も
現
れ
る
の

　
に
対
し
て
、
ロ
バ
の
飼
育
の
中
心
的
役
割
を
担
う
喝
・
な
㍗
》
9
》
■
○
〉
宕
．
い
〉
は

　
治
世
六
年
に
～
人
し
か
現
れ
ず
、
一
般
の
小
家
畜
飼
育
者
は
三
テ
キ
ス
ト
を
通
じ

　
て
一
人
も
現
れ
な
い
。
小
家
畜
飼
育
妻
た
ち
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
そ
の
一
部
が

　
『
悼
－
囚
q
幻
①
・
号
ダ
ー
訂
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。
α
q
磐
“
。
－
函
α
幻
φ
保

　
有
面
積
も
¢
匿
ω
が
最
も
大
き
い
。
螺
四
勾
留
日
暮
虞
ω
は
①
一
ぎ
の
α
q
き
呼
内
q
男
①

　
保
有
を
記
録
さ
れ
て
い
た
（
男
α
一
〇
①
目
。
。
》
⑩
（
ピ
．
一
［
＋
×
｝
）
）
。

⑩
葦
苅
り
σ
q
圃
・
ざ
『
U
d
労
役
に
つ
い
て
は
、
治
世
年
数
の
明
ら
か
な
ル
ガ
ル
ア

　
ン
ダ
時
代
の
記
録
が
皿
年
、
二
年
、
三
年
に
集
中
し
て
お
り
、
治
世
後
半
の
こ
の

　
種
の
記
録
が
現
状
で
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
治
世
前
半
の
み
に
行
わ
れ
た
可
能
性

　
が
あ
る
。
こ
の
為
に
、
本
稿
の
脈
絡
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
を
控
え
た
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
第
一
に
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
一
年
に
Φ
卜
。
白
点
組
織
は
、
生
産
1
1
労
働
・
再
配
分
組
織
と
し
て
の
基
盤
を
一
挙
に
整
備
さ
れ
、
治
世
後
半

に
一
層
の
組
織
化
お
よ
び
拡
大
の
道
を
歩
ん
だ
こ
と
。

　
第
二
に
、
治
世
一
年
置
「
労
働
チ
ー
ム
（
へ
）
の
エ
ン
マ
ー
麦
支
給
」
記
録
∪
○
ω
。
。
に
は
、
N
息
き
上
国
凶
賊
累
卜
。
（
耳
ω
）
貞
鋤
と
い
う
支
給
対
象

の
措
定
に
も
拘
わ
ら
ず
、
公
的
集
団
労
働
に
全
く
参
加
せ
ず
、
ま
た
社
会
的
範
疇
と
し
て
の
割
当
地
保
有
者
一
8
－
囚
q
労
①
－
面
忘
－
冨
層
に
も
属

せ
ず
、
た
だ
妃
の
組
織
の
宮
廷
内
侍
者
、
も
し
く
は
文
書
に
言
う
一
8
－
H
O
H
．
属
H
O
冒
邸
「
名
望
の
人
（
？
）
」
と
し
て
、
こ
の
「
労
働
チ
ー
ム
へ

の
エ
ン
マ
i
麦
支
給
」
を
受
給
し
た
者
が
一
〇
人
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
人
名
職
名
別
・
記
録
種
類
別
分
類
表
作
成
の
結
果
、
明
ら
か
に

な
っ
た
。
中
で
も
四
人
の
類
》
即
日
¢
は
実
は
侍
女
国
〉
カ
．
↓
¢
－
津
む
で
あ
っ
て
、
勿
論
、
団
胃
団
オ
b
。
に
も
加
わ
っ
た
形
跡
は
全
く
無
く
、
ま

た
社
会
的
範
疇
と
し
て
の
一
8
－
国
d
図
Φ
－
留
夏
－
訂
の
中
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
も
決
し
て
無
か
っ
た
、
或
い
は
一
8
自
d
国
①
自
9
詳
－
訂
層
と
は
別

種
の
社
会
的
範
疇
－
純
粋
な
℃
Φ
誘
○
慧
①
一
間
。
営
Φ
ω
け
5
器
伍
¢
℃
既
繊
ω
「
宮
殿
の
家
内
従
事
員
」
と
で
も
措
定
す
べ
き
一
に
本
来
的
に
属
し

て
い
る
こ
と
の
疑
え
な
い
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
エ
ン
マ
i
麦
支
給
記
録
∪
○
ω
c
。
は
範
躊
破
壊
的
で
あ
っ
た
。

他
の
肩
書
の
人
々
、
即
ち
パ
ン
焼
き
陛
料
理
人
、
酒
盃
官
、
門
番
、
理
髪
師
な
ど
に
は
、
双
方
の
範
疇
に
属
す
る
人
々
、
大
麦
支
給
表
に
即
し

て
言
え
ば
、
第
一
種
誇
－
ぴ
9
の
人
々
と
、
第
二
種
鰍
？
げ
9
の
鐙
零
露
ヴ
Φ
b
。
凶
典
鐙
G
。
己
β
7
価
凱
財
グ
ル
ー
プ
の
人
々
と
に
個
々
人
に
よ
っ
て
分
か

れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
個
々
人
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
の
範
疇
に
属
す
る
の
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
職
種
の
人
々
に
あ
っ

て
も
∪
○
ω
。
。
は
範
疇
破
壊
的
で
あ
っ
た
。

　
第
三
に
、
治
世
二
年
と
推
定
さ
れ
る
ゲ
富
山
鑓
①
し
謹
鼠
d
切
曾
号
げ
『
啓
白
①
で
括
ら
れ
る
前
半
部
分
と
、
ρ
匿
山
ヨ
①
と
括
ら
れ
る
後
半
部

分
と
の
二
部
分
構
成
の
定
期
大
麦
支
給
記
録
U
℃
ト
っ
ω
一
は
、
ご
“
。
函
d
幻
①
－
号
げ
曾
訂
層
を
最
初
に
措
定
し
た
定
期
大
麦
支
給
記
録
で
あ
る
に
も
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拘
わ
ら
ず
、
こ
の
層
の
人
々
の
受
給
量
が
通
常
の
場
合
の
半
分
、
時
に
は
そ
れ
以
下
に
過
ぎ
ず
、
｝
八
シ
ラ
と
い
う
、
ゲ
メ
（
女
奴
隷
を
少
な

く
と
も
含
む
）
た
ち
と
同
量
の
受
給
者
が
；
二
人
目
存
在
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
自
分
が
監
督
す
る
ゲ
メ
た
ち
と
大
麦
支
給
量
が
同
量

で
あ
る
と
言
う
の
は
問
題
現
象
と
し
か
雷
よ
う
が
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
現
象
は
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
初
年
に
お
け
る
三
二
・
、
組
織
の
拡
大
と
生
産
目
労
働
・
再
配
分
組
織
へ
の
転
換
、
一
面
で
は

公
的
組
織
と
し
て
の
機
能
の
エ
・
ミ
に
よ
る
分
撫
が
、
少
な
く
と
も
当
初
、
こ
の
転
換
の
主
要
支
柱
で
あ
っ
た
園
q
－
冨
α
q
銑
を
筆
頭
と
す
る

ご
ト
。
函
q
力
引
網
げ
轡
げ
9
層
の
犠
牲
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
鐙
Q
。
－
象
げ
－
男
臼
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
「
小
門
の
門
番
（
？
）
」
の

ご
と
き
は
、
普
通
の
こ
ト
。
麟
d
菊
曾
総
評
－
ぴ
。
の
受
給
量
三
六
シ
ラ
を
上
回
る
、
四
八
シ
ラ
を
受
け
取
っ
た
し
、
主
た
る
果
樹
園
労
働
力
提
供
者

た
る
一
σ
q
一
出
訴
留
。
。
の
少
な
く
と
も
一
部
も
四
八
シ
ラ
を
受
給
し
、
ま
た
ゲ
メ
た
ち
は
一
八
シ
ラ
、
子
供
は
＝
～
シ
ラ
を
維
持
し
て
い
た
。
妃
の

宮
廷
に
直
属
し
て
い
る
人
々
の
受
給
量
は
、
ゲ
メ
な
ど
の
数
が
大
幅
に
増
加
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
水
準
を
割
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
第
四
に
、
定
期
大
麦
支
給
体
系
は
遅
く
と
も
そ
の
治
世
六
年
に
は
整
い
、
一
挙
－
囚
d
国
①
－
留
ぴ
轡
審
た
ち
の
受
給
量
も
比
較
的
多
い
者
は
七
ニ

シ
ラ
、
少
な
い
者
で
も
三
六
シ
ラ
の
水
準
が
、
回
復
さ
れ
た
。
こ
の
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
内
に
お
け
る
、
拡
大
Φ
卜
。
－
巨
“
。
内
の
罫
曽
囚
d
園
9

母
ぴ
『
審
の
大
麦
受
給
量
の
回
復
は
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
の
注
目
す
べ
き
達
成
と
し
て
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
に
、
そ
れ
な
ら
ば
一
8
－
図
q
園
9
号
げ
『
審
、
特
に
集
団
労
働
の
中
核
を
担
う
国
¢
－
ご
α
q
巴
の
ウ
グ
ラ
や
、
農
耕
・
農
業
経
営
、
大
家
畜

飼
育
な
ど
野
外
で
の
仕
事
に
携
わ
る
ウ
グ
う
た
ち
が
、
ウ
ル
イ
ニ
ム
ギ
ナ
治
世
と
同
じ
処
遇
を
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
後
半
に
す
で
に
受
け
て
い

た
か
と
雷
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
、
主
と
し
て
雄
ヤ
ギ
の
妃
へ
の
貢
租
が
治
世
後
半
に
も
要
求
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
立
証
す
る
の
が
日
吉
鰺

留
嵐
－
鋤
出
σ
q
巳
甲
ロ
①
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
記
録
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
に
し
か
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ぎ
N
－
囚
d
幻
の
乱
鋤
び
『
げ
p
層
へ
の
膏
血
さ

れ
た
対
応
と
言
う
都
市
国
家
的
・
ラ
ガ
シ
ュ
的
伝
統
は
、
こ
の
小
家
畜
貢
租
の
組
織
的
要
求
の
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
の
最
後
ま
で
の
継
続
と

言
う
点
に
お
い
て
破
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
エ
・
ミ
の
私
的
で
非
抑
制
的
な
「
宮
廷
」
付
属
組
織
的
意
識
は
、
妃
お
よ
び
妃
の
周
辺
に
お
い

て
こ
の
治
世
の
最
後
ま
で
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
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之
を
要
す
る
に
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
エ
・
ミ
組
織
に
は
、
エ
ン
シ
乃
至
そ
の
周
辺
に
お
け
る
、
エ
ン
シ
権
の
管
理
下
に
お
か
れ
た
、
新

し
い
公
的
な
生
産
1
1
労
働
・
再
配
分
組
織
創
生
へ
の
志
向
と
、
妃
を
中
心
と
す
る
、
妃
の
自
由
に
な
る
私
的
組
織
の
維
持
拡
大
と
特
権
の
確
保

と
言
う
二
つ
の
、
淵
源
と
方
向
を
異
に
す
る
力
が
働
い
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
治
世
の
開
始
に
当
た
っ
て
の
、
エ
・
ミ
組
織
の
拡
大
と
労
働
匪
生
産
・
再
配
分
組
織
へ
の
転
換
は
、
エ
ン
シ
の
側
に
あ
っ
て
は
エ
ン
シ
権
力

が
ラ
ガ
シ
ュ
複
合
都
市
国
家
を
統
一
的
・
集
権
的
に
支
配
す
る
た
め
の
最
も
身
近
な
、
第
～
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ

の
転
換
に
当
た
っ
て
、
エ
ン
シ
側
は
転
換
の
主
柱
を
国
9
ご
σ
q
巴
を
始
め
と
す
る
ξ
卜
。
自
d
国
①
－
軍
畑
き
ゆ
た
ち
に
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
U
O
ω

。。

ﾌ
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
四
チ
ー
ム
六
七
人
の
％
d
－
ご
α
q
巴
を
含
む
思
入
七
人
の
一
8
民
d
渕
①
－
留
評
－
富
が
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
一
年

に
新
た
に
エ
こ
ミ
組
織
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

　
…
方
、
妃
及
び
そ
の
周
辺
に
あ
っ
て
は
、
組
織
の
拡
大
は
歓
迎
し
な
が
ら
も
、
労
働
1
1
生
産
・
再
配
分
組
織
へ
の
転
換
が
エ
・
ミ
組
織
に
公

的
性
格
を
賦
与
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
転
換
の
主
柱
が
園
¢
－
ご
σ
q
巴
を
始
め
と
す
る
一
8
－
囚
q
幻
①
－
号
詳
－
審
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
ず
、

旧
来
の
宮
廷
組
織
の
流
れ
を
汲
む
人
々
の
処
遇
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
結
論
の
第
五
と
し
て
最
後
に
取
り
上
げ
た
、
ウ
グ
う
た
ち
の
小
家
畜
の
貢
租
負
担
臼
鋤
墜
畠
－
塔
9
。
毒
σ
q
巳
簿
－
濤
も
ま
た
、
事
は
一
見
些
事
の
よ

う
で
あ
る
が
、
現
存
史
料
に
照
ら
す
限
り
、
三
代
の
中
で
は
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
に
限
ら
れ
る
追
加
負
担
で
あ
っ
て
、
潅
概
水
路
工
事
、
直
営

耕
地
の
収
穫
に
か
か
わ
る
労
働
な
ど
、
割
当
地
保
有
や
年
度
後
半
の
連
続
的
大
麦
支
給
に
た
い
し
て
、
一
軍
洩
Q
沁
曾
三
訂
－
冨
た
ち
が
伝
統
的

に
給
付
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
集
団
労
働
と
は
、
厳
密
に
一
線
を
画
さ
る
べ
き
追
加
負
担
で
あ
っ
た
。
こ
の
追
加
負
担
も
ま
た
、
都
市
国
家

ラ
ガ
シ
ュ
に
お
け
る
伝
統
的
な
ぎ
呼
囚
d
園
①
－
号
評
－
審
処
遇
か
ら
の
逸
脱
で
あ
っ
た
が
、
妃
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
と
っ
て
は
極
く
当
り
雨
の
要

請
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
結
論
的
に
言
え
ば
、
エ
・
ミ
が
私
的
・
消
費
的
小
宮
廷
組
織
で
な
く
な
り
、
公
的
な
生
産
判
労
働
・
再
配
分
組
織
の
一
面
を
具
え
た
組
織
へ

と
転
換
し
た
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
に
、
妃
の
宮
廷
組
織
的
意
識
に
基
づ
く
反
「
公
」
的
処
遇
を
「
公
」
の
荷
い
手
た
る
べ
き
一
8
－
囚
d
幻
①
－
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号
げ
『
げ
9
層
に
対
し
て
行
い
、
一
部
は
～
時
的
に
の
み
、
一
部
は
全
治
世
を
通
じ
て
、
受
け
容
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
時
代
の
エ
・
ミ
の

中
途
半
端
で
過
渡
的
な
二
面
性
が
露
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
組
織
を
「
神
殿
組
織
」
と
言
う
の
は
過
誤
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
換
言

す
れ
ば
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
下
の
エ
・
ミ
組
織
に
お
い
て
、
ラ
ガ
シ
ユ
複
合
都
市
国
家
の
邑
ω
8
儲
．
⑪
什
お
と
も
雷
う
べ
き
社
会
的
範
瞬
た

る
一
壽
－
囚
φ
幻
①
－
留
げ
『
げ
p
の
処
遇
に
異
変
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
エ
・
ミ
に
色
濃
く
残
存
し
て
い
た
、
独
立
し
た
「
家
」
的
性
格
を
弱
め
、
こ
の
組
織
に
公
的
な
性
格
を
可
能
な
限
り
貫
徹
さ
せ
、
こ
の

組
織
を
都
市
国
家
支
配
者
の
統
一
的
支
配
の
下
に
置
き
直
し
て
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
ラ
ガ
シ
ュ
都
市
国
家
の
統
一
性
と
軍
事
力
の
強
化
の
最
初

の
一
歩
と
す
る
こ
と
が
、
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
六
年
を
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
点
に
お
い
て
、
ラ
ガ
シ
ュ
複
合
都
市
国
家
の
支
配
者
に
対
し
て
喫

緊
の
課
題
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
論
究
を
こ
こ
ま
で
進
め
れ
ば
、
は
じ
め
に
引
用
し
た
ポ
ス
ト
ゲ
イ
ト
の
「
神
殿
の
経
済
活
動
の
範
囲
は
変
化
を
蒙
っ
て
い
な
い
。
…
…
」
と

い
う
陳
述
は
、
エ
ン
エ
ン
タ
ル
ジ
時
代
や
ル
ガ
ル
ア
ン
ダ
治
世
の
初
年
の
妃
の
組
織
の
「
経
済
活
動
の
範
囲
」
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
を
見
落
と

し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
神
殿
」
組
織
の
問
題
を
「
経
済
活
動
の
範
囲
」
の
問
題
に
倭
小
化
し
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
、
ル

ガ
ル
ア
ン
ダ
時
代
の
Φ
卜
。
－
旨
置
組
織
が
抱
え
込
ん
で
い
た
組
織
と
し
て
の
問
題
性
を
問
う
視
点
を
自
ら
放
棄
す
る
道
を
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ

と
が
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
本
稿
の
論
証
は
、
都
市
国
家
時
代
最
末
期
の
ラ
ガ
シ
ュ
複
合
都
市
国
家
に
お
い
て
、
「
組
織
」
に
公
的
・
国
家
的
性
格
を
賦
与
す
る

の
が
、
割
当
地
保
有
者
層
の
処
遇
の
仕
方
と
宮
廷
へ
の
所
属
度
の
強
い
他
の
社
会
部
と
の
区
別
の
仕
方
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ

う
。　
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A　Few　Problematic　Phenomena　regarding　the　Treatment　of　the

‘lu2－KUR6－dabs－ba’　People　Found　in　the　Text　of　‘e2－mi2’　from　the

　　Sumerian　City－State　of　Lagash　Under　the　Reign　of　Lugalanda

by

YmmoTo　Shigeru

　　This　study　clariliies　the　foljowing　four　points．　The　first　point　is　that　the　‘e2－mi2’

organization　headed　by　Barnamtarra，　the　wife　of　Lugalanda，　grew　and　was　reorga－

nized　as　a　production－redistrtbution　system　from　the　first　year　of　the　reign　of

Lugalanda．　The　‘e2－mi2’　continued　to　expand　until　the　sixtk　year　of　the　reign，　de－

veloping　into　a　socio－economic　organizatioR　in　which’the　‘lu2－KUR6－dab5－ba’，　the

se－called　the　allotment－holders，　fomied　the　core．　ConsequeRtly，　the　‘e2－mi2’　orga一

群at圭on　evolved　in　large　measure　hlto　the　organization　headed　by　dBa－U2血the

reign　of　the　succeedmg　ruler，　Uruinimgina，　the　usurper　and　so－called　Refomi－

King．

　　The　second　and　third　points，　which　probably　deserve　the　greatest　attention，　are

related　to　the　treatment　of　the　‘lu2－KUR6－dabs－ba’　people　that　was　at　odds　with

their　traditional　rights　and　interests．　This　irregular　treatment　appears　in　two　im－

portant　1arge－sized　documents　on　the　provision　of　rations．　The　first　is　DCS　8：

‘ziz2－ba－EREIV2　（bir3）一ra’　and　the　second　is　DP　231，　s“e－ba，　i．e．，　the　barley　ration．

　　The　second　point　of　this　paper　is　related　to　the　fact　that　in　DCS　8，　dated　the

first　year　of　the　reign　of　Lugalanda　and　titled　‘emmer　distribution　to　the　labour－

team’　in　the　colophon，　as　many　as　10　‘personnel　domestique，’　who　would　never

have　participated　in　a　labour－team　doing　public　works　such　as　diggir｝g　and　doing

maintenance　of　the　irrigation　channel，　which　were　the　duties　of　the　allotment－

holders，　have　been　included．　Arnong　those　10　persons，　four　HAI？．TU，　actuaBy

‘HAR．TU－mi2’　（female　domestic　servants），　appear　arnong　the　‘lu2－KUR6－dabs－ba’

and　received　their　emmer－wheat．　ln　this　respect，　DCS　8　disregards　the　soeio－

economic　status　of　the　・recipients．

　　The　third　point　to　be　clarifled　is　concerned　with　DP　231，　a　unique　text　con－

cerned　with　the　regular　barley－ration　addressed　to　“ye，　the　‘lu2－KUR6－dabs－ba’

people　for　the　first　provision”　and　to　other　lower　classes　“for　the　ninth　provision，”

which　can　be　inferentially　dated　to　the　second　year　of　the　reign　of　Lugalanda．　ln

this　text，　the　volume　of　the　barley　ration　provided　to　the　a”otment－ho｝ders　was
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much　smaHer　than　those　recorded　on　the　Type　I　5θ一ba　Hst　after　the　s嬢th　year　of

Lugalanda’s　relgn．　The　normal　volume　of　the　ra廿on　on　the　T｝pe　I　5θ一ba　was　at

maXimum　72　sila3　and　36　sila3　at　minimum．

　　hDP　231，　in　contrast　to　these　Iater　texts，　as　many　as　f血y－three‘lu2－Kこ11～6－

dab5－bα’people　received　at　maximum　36　sila3，　whie　twenty　three　of　them　re－

ceived　only　18　sila3，　the　same　amount　received　by　those　in　geme2，　the豆owest

class　of　female　laborers，　wh｛ch　inciuded　slaves．　Among　the‘伽2－KUR6－dab5一う〆

people　rece圭ving　18　sila30f　barley　were　engar（一fei－gub）and　aga3－us2，　lu2’

エGl．　MGI1＞2，　etc．

　　In　contrast，　the　volume　of　the　bar至ey　ration　provided　to　bound豆aborers　such　as

those　of　the　igi’一nu・du8　and　geme2，　some　of　whom　served　il　the　lesser　court　of

the　ruler’s　consort　lf野om　the£irst－haif　of£he　era　of　Enentarzi，　were　kept　at　the

same　leve星s　of　the　earHer　period　and　the　stage　a髭er　the　6th　year　of　the　reign　of

Luga正anda，　in　other　words．at　48　silα3　f6r　the　igi幽一nu－du8，　and　18　sila3　for　the

geme2．　This　was　despite　that　fact　that　the　number　of即’一nu－du8，　du3－a一肋5　and

geme2一んゴーsiki／一々∫一5α玖2／一ん説んθ7z　had　mu重ti茎）Ked，　as　had　the　number　of‘lu2－1（σ1～6－

dabs一∂〆．

　　Both　of　the　these　facts　observed　in　DP　231　clear玉y　demonstrate毛hat　the

reaHgnment　and　enlargement　of　the　l82伽疹at　an　ear正y　date　under　Lugalanda，

which　endowed毛heθ2一砺2　wi七h癒he（血aracter　of　pubhc　organization　to　some　ex－

tent，　were　put　into　practice　at　the　cost　of．the‘lu2　一KUR6－dab5－ba’，　who　were　the

mairi　buttress　of　the　transformation　of　the　social　character　of　e2－mi2　from　a　smak

and　private　court　organization　to　an　of籔cial　institution　of　production　and　red圭stribu－

tion．

　　As　the　fburth　and　last　poillt，　th三s　study　bhefly　treats毛he‘甥α鋲4α一η’一α一ugula－ne’，

an　a（圭d圭tio鍛al　血1posidon　of　tribute　on　forernen　（ugulα一ne），　such　as　ugula－1～こみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iuga〃一aga3一％s2ろengar，　and　the　sφα一ノ4！レfA，　Gオ2＞．　SA、，　etc．，　belonging　to　the　「e2一

謝2’．We（tiscovered　four　texts　that　show　that　tribute，　chiefiy　of　male　goats，　was

ca】血ed　ou£由the　2nd，5th，　and　6th　years　of匙he　reign　of　Lugalanda．　We　have

found　no　evidence　at　present　that　such　an　impos呈tion　was　enfbrced　in　the　reigns　of

Enentarzi　or　Ur㎞gina．

　　The　coRclusion　based　on　the　examination　of　these　f6ur　po血ts圭s　as　foYows．　Bar－

namtarra　and　those　associated　with　her　made　no　effbrt　to瓦mders亡and　the　role　and

situation　of　the‘lu2－Kこη～6－dαb5－ba’血the　newly　realig鍛ed‘e2一，痂2’．　Accordingly，

anti－traditional　treatment£hat　could　be　termed　abnormal　was　applied　to　the‘伽2－

KUR6－dab5－ba’who　be豆onged　to　the　new　enlarged‘e2－Mi2’．　The　consciousness　of

Barrnamtar　tra　toward出e　new珍2一〃吻’who　served　her　as　before　remained，　oll　the

other　hand，　at　the重eve正of　the　hea（玉of　a　pr童vate　court　organization．　Consequently，
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she　intended　to　treat　the　‘lu2－KUR6－dabs－ba’　people　as　the　s£aff　who　belonged　to

her　priva£e　organizatioR．　When　viewed　from　a　clifferent　angle，　one　recognizes　two

motivations　that　had　the　dfierent　origins　and　（tiilerent　directions　influencing　the

‘e2－mi2’　under　Lugalanda’s　reign．　One　intention　was　to　maintain　and　magnify　the

private　court　organization　in　which　Barnarntarra　could　exercise　her　will　on　every

matter．　The　second　intention　originahng　from　ensi2　and　these　associated　with　hn

was　to　find　a　new　public　production－redistribution　organization　under　ensi2’s　con－

trol．　Hence，　the　‘e2－mi2’　organization　under　Lugalanda’s　yeign　displayed　an　un－

finished　quality　and　transitional　ambiguity．

The　Hecatomnids　in　Fourth－Century　B．C．　Asia　Minor　and　the　Cultures

　　　of　Caria　：　An　Analysis　Focusing　on　Labraunda　and　Halicarnassus

by

ABE　Takuji’

　　In　547　B．C．　Cyrus　the　Great　conquered　the　Lydian　Kingdom　of　Croesus．　This

meant　not　only　that　Asia　Minor　had　become　the　western　frontier　of　the　Achaeme－

nid　Empire，　but　also　that　populations　with　various　cultural　backgrounds　were　set－

tled　within　its　territory．　This　paper　focuses　on　Caria，　the　southwestem－most　re－

gion　in　Asia　Minor，　and　considers　what　cultures　were　practiced　there　and　how

they　should　be　understood．

　　Carla　was　chosen　fbr　the　f（）lloWing　reasons：丘rs晦，　Herodotus，　who　was　oh痔一

nally　a　Halicarnassian，　provides　us　reliable　information　regarding　the　5th　century

B．C．；　secondiy，　the　Hecatomnids，　who　were　the　local　sovereigns　without　（tirect

comnections　with　centra｝　Persia，　were　installed　as　Carian　satraps　in　the　4th　cen－

tury，　and　they　have　left　many　structures　and　inscriptions．　Accordingly，　Caria　is

xicher　in　information　and　more　suitable　as　a　case　study　than　any　other　region　in

Asia　Minor．

　　In　the　first　section　of　this　article，　previous　studies　are　reviewed，　and　S．　Horn－

blower’s　Mausolus　（1982）　is　judged　the　foundation　of　Carian　studies．　Hornblower

c｝aimed　that　while　Hellenizing　activities　were　promoted　under　the　Hecatomnid

dynasty　on　the　one　hand，　Carian　aRd　Persian　elements　stM　existed　as　counter－

currents　on　the　other．　But，　as　1　argued　in　my　previous　article　（2004），　ail　cultures

in　Asia　Minor　were　hybrid　and　they　should　be　studied　from　the　premise　that　there
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